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第４３９回（定例）福崎町議会会議録 

平成２３年６月２２日（水） 

午前９時３０分 開   会 

 

  １．平成２３年６月２２日、第４３９回（定例）福崎町議会は、福崎町役場に招集された。 

 

  １．出席議員    １５名 

      １番  北 山 孝 彦       ９番  宮 内 富 夫 

      ２番  牛 尾 雅 一      １０番  釜 坂 道 弘 

      ３番  石 野 光 市      １１番  東 森 修 一 

      ４番  小 林  博      １２番  冨 田 昭 市 

      ５番  志 水 正 幸      １３番  広 岡 史 郎 

      ６番  福 永 繁 一      １４番  吉 識 定 和 

                       １５番  高 井 國 年 

      ８番  難 波 靖 通      １６番  松 岡 秀 人 

 

  １．欠席議員（な し） 

 

  １．事務局より出席した職員 

    事 務 局 長  中 塚 保 彦  主 査  吉 識 功 二 

 

  １．説明のため出席した職員 

    町 長  嶋 田 正 義  副 町 長  橋 本 省 三 

    教 育 長  髙 寄 十 郎  技 監  中 島  勉 

    会 計 管 理 者  牛 尾 敏 博  総 務 課 長  尾 﨑 吉 晴 

    企 画 財 政 課 長  近 藤 博 之  税 務 課 長  山 口 省 五 

    住 民 生 活 課 長  松 岡 英 二  健 康 福 祉 課 長  高 松 伸 一 

    ま ち づ く り 課 長  志 水 利 雄  産 業 課 長  井 上 茂 樹 

    下 水 道 課 長  山 本 欽 也  水 道 課 長  長 澤 茂 弘 

    社 会 教 育 課 長  山 下 健 介  学 校 教 育 課 長  後 藤 守 芳 

 

  １．議事日程 

    第 １ 一般質問 

 

  １．本日の会議に付した事件 

     日程第 １ 一般質問 

 

  １．開会及び開議 

 

議 長 皆さん、おはようございます。 

       ただいまの出席議員数は１５名でございます。 

       定足数に達しております。 

       よって本日の会議を開きます。 

       それでは日程により一般質問を続けてまいります。 

       ５番目の通告者は吉識定和君であります。 

       １．自治体の役割と責任について 



－2－ 

       ２．食育推進基本計画について 

       以上、吉識議員どうぞ。 

吉識定和議員 通告順に従いまして一般質問をさせていただきます。今回の質問事項はただい

ま議長ご案内のとおりでございます。 

       まず、自治体の役割と責任についてからお尋ねをいたします。 

       ３月１１日の東日本大震災での地震と津波、その影響を受けた福島第一原子力

発電所の災害は、１００日経過しました今日も深刻な状況が続いておりまして、

人々の間に大きな不安が広がり、周辺の自治体も大変な苦境に閉ざされておりま

す。 

       原発について考えてみますと、大震災前までは高い日本の技術力でＣＯ２によ

る地球温暖化問題の解決が図られるということもございまして、自動車に続いて

日本が外貨を稼ぐ有望株だというような位置づけがされておりまして、行け行け

どんどんの状況ではなかったかと思います。 

       ところがこの深刻な福島の事故以後、ドイツ、イタリアなどはいち早く原発を

やめるということが決まりました。国内でも中部電力浜岡原発を菅首相の強い要

請でとめるという事態になりました。知事さんにすれば、多くの県民の安全、安

心を得られないと継続して進めていけないというところから、お立場もよく理解

ができますし、そういうことでとまっております。 

       そういうふうな中で、この太陽光や風力、地熱などの自然再生エネルギーを活

用した発電が大きく注目されております。と申しましても、これはすぐ間に合う

というものではございませんで、もう既に昨日あたりから大分暑くなってまいり

ましたが、夏場に入ってまいりまして、我々が住まいをしております地域の関西

電力でも一律１５％の節電要請をしておるということで、首都圏の計画停電の実

施以来、この節電についても連日テレビ、新聞等に報道されております。 

       この関西電力の１５％の節電要請について、大阪の橋下府知事は１５％の根拠

がきちんと説明されていないということで、いつものようにマスコミを使ってう

まくアピールしておられるという状況です。 

       そこでお尋ねするんですが、福崎町ではこの関西電力の１５％節電要請に協力

するのかどうか、まず福崎町長としてのお答えを嶋田町長にお願いしたいと思い

ます。 

町 長 非常に難しい答えなんですが、答えをする場合、問われている内容で答えると

いうことが大切なのでありますが、まず答える場合に、やはりこの場合、よくこ

の議会でも使われる不易と流行という立場でお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

       不易という立場に立ちますと、節ということは節約とか節電とか、無駄なこと

を省いて有効に使うという場合に使うわけでありますから、どんな場合でも節電

に協力する。節約して無駄を省く。これは私は大賛成であります。しかし、それ

は余り強制をしてやるべきものであるのかどうかという点になりますとその場、

その場で考えていかなければならないと思います。ただ、今、関西電力が１５％

を要求した時点でどう考えるのかということが問われているわけでありますから、

私はまず答える内容そのもの、福崎の状況をよく知っていないということを大変

申しわけなく思っております。例えば福崎町の総電力のうち関西電力から幾ら送

られてきているのか、１５％というのは一体どれぐらいの量なのかということを

私はよく知らないわけでありますので、具体的にこれに答えるということはでき

ませんが、一般的に不易として節約に、節電に協力するということはやぶさかで

ないと思っております。 
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       ただ、関西電力がみずからの原発を延命維持するという立場でそれを申し述べ

ておられるということであるならば、私はノーという答えを推したいと思います。 

吉識定和議員 ありがとうございます。 

       先ほども言いましたように新聞やテレビでは最近、特に将来のエネルギーの問

題を取り上げていろいろと議論されております。その中で原子力発電のコストの

問題なんかも言われておりますし、あれが果たして本当に正しいコストなのかど

うかということも含めて議論すればいいんですが、きょうは節電ということをお

尋ねする予定にしておりますし、限られた時間の中でございますので、また機会

を改めてできればいいなと思います。 

       私も１５％節電と言われましても、家庭の話なんですが、私と家内と２人でご

ざいまして、もう大体そんなお金がないものですから、できるだけ電気は使わな

いように節電をしておりますので、この上にまだ１５％の節電というと、どうし

たらいいんやろうかなと家内と話をしておるんですが、実際難しい問題だと思い

ます。それも財源のこともございますんで、本当に町長がおっしゃるように悩ま

しいことだなと思っております。 

       ただし、節約という意味ではというふうな町長の答弁でしたんで、次にまいり

ますが、本町では例年より早くからクールビズも実施されておりますが、福崎町

として節電策についてはどういうことをお考えになっておるのかをお尋ねいたし

ます。 

住民生活課長 まず住民向けの節電対策ということで、福崎町の取り組みについては地球温暖

化防止対策の一環として、今まで住民に対してはエコ対策という形で、節電につ

いてはシリーズで町広報に掲載いたしております。それぞれ平成２０年の６月か

ら１１月号までシリーズで出したり、７月、８月にも出しております。今年度、

７月号にも節電とかエコ関係の記事を掲載する予定をしております。当然、今後

においても住民向けには節電にかかる啓発を行っていきたいと考えております。 

吉識定和議員 住民向けにいろいろと広報するということですが、それだけですか。 

住民生活課長 住民には、具体的な形で節電項目もシリーズで掲載しておりますので、それを

実践していただくようにできるだけ広報等、努力していくということで行ってい

きたいと考えております。 

吉識定和議員 つい先ほどですけども、私が質問させていただきます原稿をお渡ししているん

ですけど、問３のところに「企業、一般家庭にも節電が要請されていますが…」

ということを書いておりまして、次にお尋ねするんです。私。これやったら、前

もって渡したって何もならないし、よく読んでくれているのかと思うんですけど

ね。だから何回も重ねて聞いているんです。福崎町として、町自身がどういう節

電対策を協議されてるのか、それをどういうふうに実施していこうとされてるの

かというところをお聞きしているんです。 

住民生活課長 具体的には、関西電力からお願いという形で「ご家庭のお客様には、エアコン

の温度設定は２８度を目途、不要な照明は消して、できるだけ夜間も減らす」と

いう依頼がありますが、これについてはもう既に、節水とか節電対策については

今申し上げましたとおり、住民向けには節電をしていただくような具体的な項目

で依頼をしておるということでございます。 

吉識定和議員 こだわるようですけれど課長さん、例えば、よく出てますけれどもＪＲなんか

でも、昼間の余り乗らないときに間引き運転をして節電するというようなことも、

やるんかやらないのか知りませんが言われています。例えばＬＥＤの電気をつけ

るとか、消費電力の少ない電球にかえるとか、そういうことが町として協議がな

されておるのかどうかなと思いまして。恐らくこういうご時世ですから、なされ
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ておるであろうと思いますので、お聞きしておるわけです。私の問いかけの真意

がよく伝わっていないと思うんですが、私は説明が下手ですから申しわけないの

ですが、よろしくお願いいたします。 

総 務 課 長 ただいまは町民に対しての計画という観点で松岡住民生活課長が答弁いたしま

したけれども、私のほうからは庁舎関係の取り組みということでお答えをさせて

いただきたいと思います。 

       現在の取り組みは、地球温暖化防止実行計画に沿いまして昼休みの消灯、それ

から毎週水曜日のエコアクションデーの実施、早期退庁のことです。またゴーヤ

での緑のカーテン、夏のエコスタイルなどの対策を行っております。それに加え

まして今回、関西電力や兵庫県からの呼びかけを受けまして７月１日から９月３

０日までの間、開庁後と閉庁前の各３０分間の冷房の使用を控える、それから役

場庁舎の自動販売機照明を消灯させる、廊下の間引き消灯、パソコンを１０分以

上使わない場合は自動休止設定を行うなどの取り組みを行うことといたしました。 

吉識定和議員 ありがとうございます。 

       いろいろと取り組みをされております。結構かと思います。そういうふうにお

答えをいただきますと、私も家庭でどういう対応をしたらいいのかというような

ヒントにもなるというふうに思います。 

       そこで次にお聞きをしますのが、先ほど課長さんがおっしゃいましたように一

般家庭にも節電が要請されておりますけれども、町としてどういう役割を果たそ

うとお考えになっているのか。広報するということは先ほど答えられましたが、

町はほかにどういうことをされようとしているのか。あれば、町の果たす役割も

合わせてお答えをいただけたらと思うのです。 

住民生活課長 具体的に１５％という形での関電の試算によりますと、エアコンを２８度設定

にすると１０％の減、エアコンを消して扇風機にすると５０％の減、冷蔵庫設定

を強から中にすると２％、照明は小まめに消灯が５％、テレビの電源をオフにす

ると２％、長時間使わない電化製品のプラグを抜くと２％という数字が出ており

ますので、こういった形で住民には啓発して、節電をお願いするという形を取っ

ていきたいと思います。 

吉識定和議員 節電策を実施することによっていろんな影響が出てくるのではないかと。その

影響を逆手にとって商売のチャンスに生かしていくということを企業はおやりに

なっておるようですが、その影響。町について、企業について、一般家庭につい

てどういう影響が考えられるのか。じゃあ課長さん、もう一回その影響について

お考えになることを答弁してください。 

住民生活課長 企業についての影響ということですけれど、町内の企業にも何社かこの節電対

策については問い合わせをしております。企業の取り組みとしては、電力使用に

出窓監視装置を取りつけ、電力を自動でカットする。エアコン設定を２８度にす

る。ソーラー発電装置の取りつけ。社内蛍光灯を省エネタイプのものに取りかえ。

古いエアコンを新しいものに取りかえる。サマータイムにてピークをずらす。工

場をスポットクーラーにして対応と、長期展望では社内照明の水銀灯をＬＥＤ化

と、そういう対策をとるというようには聞いておりますが、企業についての影響

は投資的な経費、措置については若干発生するかとは思いますが、その他、大き

く企業で生産体制に影響するとかということは聞いておりません。 

吉識定和議員 先ほどの答弁は企業についてですから、一般家庭についてはどうですか。また

町そのものについてはどうですか。 

住民生活課長 住民に対しても、今申し上げました節電対策の啓発をするわけですが、若干い

ろいろなことに小まめに気をつけて、いろいろな消灯とか電源を切るとか、冷蔵
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庫を中にするという形で、生活に大きく影響するとは私ども考えておりません。 

総 務 課 長 町についてということで、庁舎に来られるお客様につきましてはできるだけご

迷惑がかからないように、影響が少なくなるように考えております。冷房実施の

時間帯が若干短くなりますので、健康管理の面でちょっと心配な点もあるんです

が、できるだけ影響のないように進めていきたいと思っております。 

吉識定和議員 いろいろとお答えをいただきまして。町についても例えば本庁舎、文化センタ

ー等も建設後相当年数がたっておりますので、冷暖房の機能が細かな、微妙な温

度設定が難しいということもあるようでございますので、庁舎の建てかえを含め

て、設備を更新するのかしないのか、財政も考えながら長期の計画をするという

いい機会になるんではないかと。すぐできるかできないかは、これは懐の問題で

ありますので、そういうとらえ方をすれば前向きに進めていけるんではないのか

と思います。 

       節電についてはよく皆さんお考えになっておるでしょうし、町も検討されてお

るようでございまして、たくさん実施をされておりますので、テレビの地デジ化

についてお尋ねします。７月２４日ということになって、余すところ約１カ月に

なりました。町内での進みぐあいですね。最初に説明があってから４年ぐらいは

たつんじゃないかと思うのですが、いよいよ最終になった段階での町内での進み

ぐあいはどのようなものなのかお答えいただきたいと思います。 

企画財政課長 町内各家庭等における地デジの進捗率につきましては、ちょっと確認のしよう

もないわけですけれども、これまでの取り組みといたしましては、まずそれまで

のアナログに対する共聴施設というのがございました。これらにつきましては個

々の組合に説明いたしまして、協議もしながら、また財源も確保しながら開始を

進めてきておりまして、一応それぞれ開始が済んでおります。それから、電波が

入りにくいと思われるようなところですとか、また「テレビを買いかえたんだけ

れども映らない」というような申し出があったところにつきましては、テレビ受

信者支援センターに連絡をとりながら電波の状況を測定等して、個々に対応して

きております。 

       一般住民向けには、これまで町の広報紙で７回程度周知もしておりますし、平

成２１年７月には各集落の公民館において説明会もしております。それから、平

成２２年８月には町内４会場で相談会、説明会等を実施しておりますので、現在

のところ、特に問題があって対応ができていないというところは把握しておりま

せんので、特段、問題はないかと考えております。 

吉識定和議員 それは結構なことでございます。いろいろと手をつくして進めておられますの

で、非常に結構かというふうに思いますが、特に高齢者夫婦とか高齢のひとり住

まいの方等は、毎日アナログテレビを見ておりますと、ずっと「地デジはいつま

で」「あと何日」というのが出ておるのですが、その地デジが何か、アナログが

何かが理解をできませんと、いくら毎日、テレビを見てその画面に書いてありま

してもわかりませんので、そういう方が７月２４日にある日突然、そういう方に

とってはある日突然になるわけですから、テレビが映らないということになりま

すと、特にひとり住まいの方などはテレビが一番のお友達というのか、話し相手

というのか、話はしても答えはありませんけれども、必要だろうと思いますので、

そういう方に対する特段の配慮をお願いしたいと思います。特にそういうことを

思いますので、もしそういう把握がされておればお答えをいただいたらと思うん

です。 

企画財政課長 先ほどの答弁でも申し上げたんですが、個々の状況というのは把握できており

ません。ご質問されましたように、常にアナログテレビでは周知もされておりま
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すし、２１年７月に各公民館で実施しました説明会は平日の昼間に開催しており

まして、全体で８５０人程度参加していただいておりますので、そういった方々

も参加いただいているのではないかとは考えております。ただ、７月２４日が過

ぎまして、映らないというご連絡がありましたらこちらでも対応させていただき

ますし、デジサポ兵庫でも対応をしております。また、役場の中に臨時相談コー

ナーといったものも８月下旬まで設置しております。これにつきましては、デジ

サポ兵庫への直通の電話を置いております。電話で対応を指導していただきなが

ら、もしできないようでしたら個別に訪問して対応していくということにしてお

ります。 

吉識定和議員 特に高齢者に対する対策をお願いしておきたいと思います。「これだけ言って

いるんだから、わかってもらっているだろう」と思っていましても、現実はなか

なかそうはいっていないというのが常日ごろの状況でございまして、お願いをし

ておきたいというふうに思います。 

       次に火災警報器です。これの設置については５月末が一区切りとのことだった

と思うんですが、町内の状況はどうなっているのか。把握ができておればお答え

ください。 

住民生活課長 ただいまの実態についてはというご質問ですけれども、実態調査は現在行って

おりません。 

吉識定和議員 じゃあ、どういうふうになっておるのかということは何もつかめていないとい

うことですか。 

住民生活課長 以前に消防署の関係で、推計で統計をとらえたものがございますが、５月３１

日が過ぎたことにより、今後は実態調査を進め、災害予防の大切さを住民に呼び

かけるように努めていきたいと考えております。 

吉識定和議員 これまでに消防団が啓発して、お求めの方にはあっせんをするということもお

やりになっておるようですし、この質問の例にも書いておりますように、４月１

７日に私どもの自治会では自主防災訓練を実施いたしました。その際、この警報

器の重要性などどいうようなことも機能からお話をしていただきまして、じゃあ

自主防災組織があっせんしようということで取り組みをしていただきました。そ

うしますと、いよいよ５月３１日ですよということを言いますと、「買うてもい

いと思ってたんやけど、まだまだ先の話やと思っとったんや」と。「これを契機

に設置をしようか」ということで、１００個ぐらいの注文がありました。それも、

先ほど言いましたように、若い方は設置するのは簡単なんですが高齢者のひとり

住まいの方には設置できませんので、自治会の中で１個２００円もらって、かえ

ってボランティアといいますと年配の方は気を使われまして余計に高くつきます

ので、１個２００円ということで設置をしてさしあげるというふうな対応をしま

した。 

       災害が起こりますと自助が一番というのはよく私も承知をしているわけなんで

すが、常日ごろから「いのちとくらしと人権を守る」ということを言われておる

わけですから、福崎町としては。もう一度、今後どのようなことをされるのか、

そういう見地からお答えをいただけたらと思います。 

町 長 吉識議員さんのところで取り組まれた内容というのは、恐らく特許は取ってお

られないと思うんですね。ですからそういういい方法はすぐ区長会のお互いの連

絡文章でありますとかで、いい経験は町内が共有するということもひっくるめて、

これまで八反田でもやられておりますし、そういう経験はより早く普及をしてい

って全町が取り組めるように、もっといい方法が体験されたところがあれば、そ

れを全町に普及していくということが大事かなというふうに改めて思っておりま



－7－ 

す。 

       私たちはいろいろな取り組み方法を持ちますが、弱点は弱点として克服すると

いうことも大事でありますが、プラス面は大いに啓蒙宣伝をして、まねをしても

らうということも非常に大事な課題かなというふうに改めて思いますので、西大

貫の経験はぜひ普及させていただきたい。このように思います。 

吉識定和議員 今、町長がおっしゃったようなことを、それぞれの幹部職員の皆さんもよく理

解をしていただいて、本当にやって幾らですので、町民の皆さんは幾らいい計画

ができましても、幾らいいあいさつ切りましても何にもなりませんので、やって

いただいて幾らというふうな世界でございますので、進めていただいたらと思い

ます。 

       このぐらいで一点めのお尋ねを終わりまして、次に食育基本計画についてお尋

ねいたしますとだけ書いてありまして、紙はございません。つくっていたんです

が、眠たくなりましてやめました。 

       それで食育推進計画についてなんですが、一番最初に、これまで１２月にもお

尋ねしました。３月にもごくわずかですが、いつごろこの推進計画ができるんで

すかと、町民にはどのように広報されるのかとお尋ねいたしました。３月に「食

育推進計画ができましたら詳しくお尋ねをします」ということを申し上げており

ましたので、やっと手元へ来ました。このたびこの計画そのものについてお尋ね

をする。既にこの概要版を各戸に配布されたということもよく承知をしておると

ころでございます。 

       それでお尋ねをするんですが、この食育推進計画の町の位置づけはどういうふ

うに位置づけられておるのか。きのうの最終の質問だったと思うんですが、副町

長さんが答弁されておりましたので、もう一度あの答弁の内容も含めてこの食育

推進計画の位置づけを副町長に答弁いただいたらと思います。 

副 町 長 福崎町における第４次総合計画後期基本計画の中に、食育等をうたっておりま

す。こういったような形の中で課題でありますし、きのう「知育、徳育、体育、

その上になおかつ食育」といったような、教育における分野での位置づけ等を教

育長が答弁なさいました。そういう関係も含めまして、今後さらなる、当然、人

間として育成する上で一番大切な食育でありますので、それら等については今後

も含め推進してまいりたいと思っております。 

吉識定和議員 私がわざわざ副町長さんをご指名いたしましたのは、嫌みと違うんやで。どう

いうことかと言いますと、町の基本構想、基本計画それとの関連のご答弁をいた

だいたらと思いましてお尋ねしました。いかがですか。 

副 町 長 当然この食育等の分野につきましては、先ほど答弁させていただきましたよう

に教育でありますとか、そういう分野もあるわけでありますけれども、農業振興

の一項、とりわけ地産地消の中でうたわせていただいていますし、そういう概念

的なところについては当然、福崎町における基本方向でありますとか、まちづく

りの基本方向に合致しているものと思っております。とりわけ健康で安心して暮

らせるまちづくりでありますとか、自然に優しい安全なまちづくりでありますと

か、そういった観点については将来像と合致しているものと思っております。 

吉識定和議員 ３月議会の私の質問に対して町長は、「２３年度予算は重点項目がいっぱいあ

りますが、その中から特に３点に絞りました」と。「その中に食育推進計画を入

れておりますということは私が先頭に立つということで、どの会合に行きまして

も食育についてはあいさつの中で必ず入れてまいります」という答弁をされて、

食育の推進には本当に力いっぱい進めていくんだというご決意を述べられました。

私も結構なことだと思っているわけです。そういうことなんですが、事業を実行
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していくには財政的な裏づけがありませんと、大方の事業はなかなか前に進まな

いというのが現実だろうと思います。そういう点から、２３年度予算には幾らぐ

らい食育推進について関連の予算が組んであるのか、いろいろ分かれて計上され

ておるだろうと思いますので、把握されておれば金額をお尋ねしたいと思います。 

健康福祉課長 食育の推進につきましては、以前からやっておりますそれぞれの教室、イベン

トについて継続して予算計上しておりますが、２３年度は特に食育推進事業とい

たしまして、地域子育て創生事業の補助金を活用して２４０万円程度の予算を計

上しております。内訳につきましては、食育関係の講演会の講師の謝礼、または

需用費、親子クッキング等の充実、また食育啓発事業、この計画書や概要版の印

刷等の費用を今年度は計上しております。 

副 町 長 町長が申し上げました平成２３年度のまちづくりの３本の柱の一つでありま

すし、そういう観点から機構改革を行いまして、健康福祉課保健センターに食育

の専門員として課長補佐を選任いたしております。人件費が一番大きな予算であ

ります。 

吉識定和議員 そうですね。人件費は高いですな。その人件費がきちんと生きてきませんとい

かんと思うんです。何するのも人ですから。幾ら出してもいいんですが、それに

見合った効果がきちんと出てくるということが大事だと思いますので、その辺は

よくご承知だろうと思いますので、チェックしていただいたらと思います。 

       そんな中で、今の課長さんと副町長さんの答弁を合わせますと、大体想像がつ

きます。人件費も含めましてね。それでどういうふうに２３年度進めていこうと

されておるのかということを、今からお尋ねするわけです。この推進計画とこの

概要版。概要版は各戸配布してございまして、町民の皆さんはごらんになったと

思います。私もこれを見せていただきましたが、私は１２月も食育推進計画につ

いて質問をさせていただいておりまして、あのとき申し上げましたように視察に

も公費で行かせていただきました。それなりに、何もしていない方よりは勉強を

しておるつもりでございます。そんな中で概要版を見せていただきましたが、こ

れを配ったら食育が進むんだというものでは全くない。一般の方がこれを見て、

「これ何が書いてあるの」というのが実態だろうと私は思います。そのぐらい私

が見ましてもわかりにくい。と思います。一生懸命お考えになったのをけなすの

はえらい申しわけないんですが、本当の感想を申し上げておりまして、よくわか

らない。私は、町民の一人一人が「私は何をするんやろう」というふうなことが

よくわからないと思います。 

       それで、そんなことを思うわけなんですが、以前の委員会の報告でもあったよ

うに思うんですが、食育推進委員会というものが町では設置されまして、その設

置要綱ができております。食育を総合的かつ計画的に推進するためにその委員会

を設置するんだというふうにございます。それでこの第２条を見ますと、「委員

会は次に掲げる事項を所掌する。」１番に、「計画の推進及びその評価に関する

事項」ということが書いてございまして、この辺が私にはよくわかりません。２

０人の食育推進委員さんが何をどういうふうにされるのか、その辺がよく見えて

こないんです。これを見ますと、進めるのも推進委員だし、評価をするのも推進

委員かなと。同じ人が、自分でやって自分で評価をするということになるんかな。

大体評価をするのは第三者にしていただくというのが通常ではないのかなと思う

のですが、この辺のところ、どうお考えでこういう設置要綱をおつくりになった

のか、ご説明をいただきたいと思います。 

健康福祉課長 この委員会の要綱につきましては今言われましたように、計画の推進とその評

価、また推進に関する事項を目的としております。今の予定では委員さんと行政
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が一体となりまして町民の方へのＰＲ、また推進についていろいろなご意見をい

ただいて、これから進めていきたいと考えております。 

吉識定和議員 この辺がちょっとよくわかりにくいところで、じゃあ果たして２０人の方がど

ういう役割をお果たしになるのかよく具体的な像が見えてきませんのでお尋ねし

ているんですが、全般的なことはこのぐらいにしまして、実際のこの計画の中の

一番わかりやすいことをお尋ねしましょう。 

       概要版にもございますが、この目標の達成状況に用いる数値指標、これについ

てお尋ねします。１番に、「朝食を毎日食べる人の割合、８８％を１００％（理

念目標）」というような括弧があるんです。理念目標とは何なのか、よく説明を

聞きたいと思います。私はよくわかりませんので。 

健康福祉課長 ８８％から１００％ということで理念目標ということにしております。これに

つきましては、理想は１００％。これが一番いいわけでございますけれど、目標

としてその理想である１００％を目指していきたいということで掲載をしており

ます。 

吉識定和議員 そうですか。そりゃそうですよね。 

       だけど、町民の皆さんに理念目標というようなことを書いてもらってもなかな

かわからないと思うんです。前にも町長に申し上げましたけれども、福崎町はわ

からないことが多いんです。新聞に「活力と芸術文化が香る…」とか何か書いて

ありましたね。あのとき私は申し上げたんですが、「町の説明責任というのは小

学校の５年生にちゃんと理解できるような説明をしてもらわんと困る」と。「そ

れが説明責任だというふうに思っております」ということを申し上げていますの

で。 

       この８８％いうのは何ですか、次の５ページか何かの数字ですか。言うてくだ

さい。 

健康福祉課長 これは児童・生徒にアンケートをとりまして、それで出た数字が８８％という

ことでございます。 

吉識定和議員 そういうようなことだろうと思います。５ページか何かに「幼児保護者８８％」

とグラフのところにありますので、これだろうと思ったんですね。 

       そういうようなところからいきますと、果たしてこの食育推進計画はだれを対

象にしたものなのかと。一番大事なところです、根幹にかかわる。その幼児に対

するアンケートの数字だけを流用して、それがあたかも町全体の実態であるかの

ように書いていいのかどうかということです。どうですか。 

健康福祉課長 これはおっしゃるとおり、全体に対しての数値目標となってはおりますけれど

も、この数値目標を掲げました背景には、子どものライフスタイルの変化、肥満

の増加等がございまして、不規則な食生活の改善について、まず幼児期からの習

慣が大事でございますので、幼児期からのことを目標としております。 

吉識定和議員 課長さん、何か答弁がしにくいようなんですけれども、その辺が大事だと思う

んです。 

       次、４番に「家庭でもちむぎ商品を使って料理したことのある人の割合、５１．

４％を１００％」。別にこの食育推進計画はもちむぎ食品、もちむぎ麺の販売の

パンフレットじゃございませんので、私は果たしてこれをその項目で指標に入れ

られるのはいかがなもんかと思うんです。そういうことを考えながらこの数値指

標を見せていただきましたが、私は、この内容をずっと見せていただきまして、

この推進計画そのものが給食を対象とする、保育所から中学生までを対象とした

推進計画という印象を持ちます。一生懸命お考えになったんですからそれはそれ

でいいんですけれども、そういう印象があるわけです。 
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       それでお尋ねするんですが、給食。若い方が一所懸命お考えになっておつくり

になったことについてお尋ねをしますが、給食なんですが、地産地消を進めると

いうことも出ておりますので、その見地から。現在、福崎町の給食の町内産の材

料は何％なのか、また県内産は何％なのか。昨年１１月に県内産１００％の給食

ということで、私どもも試食させていただきました。その辺のパーセントですね。

それをこの食育推進計画を進めるに当たって幾らに上げていこうという目標をお

つくりになっておるのか、お答えいただいたらと思います。 

学校教育課長 まず県内産の割合ですが、現在約５７％程度になっております。それと町内産

につきましては、米、野菜等を含んで３３％でございます。 

吉識定和議員 よく進んでおるなというふうに思います。 

       じゃあ、今聞きましたように、目標を幾らにお考えなのか。 

学校教育課長 目標数値としましては、これをさらに伸ばしていきたいという思いでありまし

て、これからの食育計画の中でそこら辺も明確にしていきたいと考えております。 

吉識定和議員 私はこれが明確な目標だと思うんです。１００％になることはないでしょうし。

例えば「今、町内産が３３％であるものを、例えば４０％にしようと思っている

んです。そのためにはこれこれ、こういうことを現在よりもふやして、町内産の

食材をふやしていくんです」と。今からお聞きをしようと思っているんですけれ

ど、そういう答弁をしていただきませんと、あんまりこの推進計画をつくっても

意味がないなと思うんです。その辺のところを踏まえて教育長、どうぞ。 

教 育 長 国の地産地消の目標は３０％となっているわけでして、福崎町は３３％ですか

ら国の基準より少しは上回っているかなと思っております。今後の数値目標に関

しましては、生産組合等が生産される野菜等の種類のことも関係がありますので、

今後、生産者組合等とも協議を進めながら、３３％にさらに上積みをしていきた

いという気持ちにはかわりございません。 

吉識定和議員 恐らく今、質問をしているわけですから、「もっと減らすんです」ということ

はないでしょうし、「今のままです」という答弁もないと思いますのでそれでい

いんですが、やっぱり具体的な数字を目標として掲げて、みんなにわかりやすい

ようにしていただくと、生産者の皆さんにお話をされるときも説得力があって、

本当に町の教育委員会も真剣に取り組んでいるんだなということがよくわかると

思うんですね。ですから、今申し上げております。 

       その高めるための方策なんですが、野菜はずうっと前の、尾上さんが産業課長

をしているころに、農業の振興という意味から申し上げたこともあるわけなんで

すが、そういう意味で申し上げますと、福崎町内産のお米を使った米飯給食、こ

れをふやせばかなり率が上がってくると。ボリュームがあるわけですから、一つ

の方法だと思うのですが、現在、米飯とパンは週に何回なのか、月に何回なのか

お答えいただいたら。 

教 育 長 週５回のうち米飯が３．６回、パン食が１．４回。そういう数字だったと記憶

しております。 

吉識定和議員 その３．６回の米飯ですね、これに問題があるというふうなことを保護者から

お聞きするんですが、教育長、町長はそういうふうなお話はお聞きになったこと

はございますか。どうですか。 

教 育 長 今のところ私はお聞きしておりません。そういう話がありましたらお聞かせく

ださい。 

吉識定和議員 じゃあちょっとお話しますが、私も保護者からお聞きいたしました。この米飯

の給食、ご飯の中にナメクジが入っていたと。教育長は校長もされておりました

ので、よくご存じだろうと思うんです。それが一回じゃないんだと、これまでも
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たびたびだったということ、「議員さんあんた知っとってないの」こういう話で

した。ですから今お尋ねしています。それは問題でして、入ったことは仕方がな

いにしても、そういうことが総務文教の委員会でも全然報告をされないというこ

とですと、ほかに何があるんやろうかと、いらん勘ぐりをするわけでございまし

て、そういう意味でお聞きしております。 

教 育 長 ただいまの件に関しましては、私も認識しております。申しわけございません

でした。早速、県へ調査を依頼したところ、ナメクジであるということがわかり

ましたので、業者を厳重注意するとともに、今後同じことがおこらないように強

く要請してまいりました。 

吉識定和議員 知っていたらちゃんと委員会で言わなあきません。そんな、みんな頭振っとっ

てもらったら困るわけでして、それはそれで、またあといろいろ対策をお考えい

ただいたらと思います。 

       今日はこの推進計画のお尋ねですので、まだ幾らかお尋ねすることがございま

すので進めてまいりたいと思いますが、以前にも申し上げました、この推進計画

の中にも取り組みが書いてございます、子どもの肥満率が高い問題です。これは

町長も広報に何年か前に取り上げておられました。以前にもこの議場だったと思

うのですが、お尋ねをいたしました。この取り組みがまたこの推進計画に書かれ

ておるんですが、現在の状況。これから取り組みをするんだというふうなことを

言われて、もう何年もたっておるわけなんですが、どういうふうに進捗をしてお

るのか説明をいただきたいというふうに思います。 

議 長 一般質問の途中ではありますが、しばらく休憩をいたします。再開は１０時５

０分といたします。 

◇ 

休憩 午前１０時３０分 

再開 午前１０時５０分 

◇ 

議 長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

教 育 長 最近のデータによりますと、県の小学生の肥満度の平均が６．９％になってお

ります。福崎町は８．２５％です。ちなみに男女に分けて見ますと、男子が１１．

０１％、女子が５．５８％となっておりまして、男の子のほうが肥満率が町内に

おいては高いというデータが出ております。 

吉識定和議員 詳しい数字をお答えいただいたんですが、これの対策の取り組みはどうなって

おるのか、これは現在は横にいっておる状態なんか、もっと進んでおる状態なの

か、減少しておる状況なんか、その辺のところの説明をお願いいたします。 

教 育 長 数字的に申し上げますと、昨年度よりは肥満率が少し減っております。各学校

において肥満対策に取り組んでおります。例えば私がおりました学校では、ひま

わり教室というのを設置して対象の子どもたちを集めまして、養護教諭が体重測

定をし、その結果を踏まえて栄養教諭が食事指導等を行い、その結果を担任を通

して保護者へ連絡をして、家庭の協力を得ながら食生活を改善していこうという

取り組みとか、学校では授業前とか業間体育、業間に体育を取り入れまして、少

しでも運動量を多くする取り組みもしております。 

吉識定和議員 既に取り組みをされておりますのでいいんですが、この食育推進計画の中に、

こういう子どもの肥満率が高い問題も取り上げてきちんと出ておるわけでして、

これを進めていきますとさらによくなるということが出てくるのではないか、い

い影響が出てくるのではないのかというふうなことを思います。一朝一夕に薬を

飲んだらすぐやせたということにはなりませんので、子どものご家庭の中で特に
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お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、そういう方々の理解があり

ませんと、なかなか子どもだけは学校で先生がいくら教えても環境が整いません

と進みませんので、環境を整えるという意味では、食育の推進計画を全町挙げて

取り組みをしていく意味があるんだというふうに思います。 

       時間もあんまりございませんのでこの食育推進計画の２９ページから見てまい

りますと、保育所、幼稚園、小・中学校における食育の推進、３３ページからは

地域における食育の推進ということでいろいろと書いてございます。一番最初も

申し上げましたように、どういうふうに進めるのかという具体的な方法が見えて

こない。この記述で。私はそう思いました。やっぱり進めていくのには、先ほど

も言ったように一朝一夕に効果がすぐあらわれてできるようなものではなくて、

かなり時間もかかるわけでして、５人や１０人が一所懸命、死ぬほどの思いでや

っても、なかなか２万人の町民の皆さんに徹底ができてということにはなりにく

いとも思います。そういう意味から、時間がかかるわけですから、持続可能な組

織をつくると、スクールサポーターと同じことですわね、教育長。地域サポータ

ーとかね。かなり時間がかかると思うんです。 

       そういう意味からしますと、私ちょっと資料を見ておりましたが、宮城県の美

里町というところの食育推進計画を見ておりますと、ここは大体２万人ぐらいの

人口らしいのでちょっと福崎より多いんですかね、成人人口の１％、ということ

は２００人です。２００人の方々に食育サポーターになっていただいて、一緒に

中心的な位置で進めていってもらうということが、ちゃんと計画に出ています。

それとこの地域における食育の推進、実際にいずみ会とか消費生活の研究会など

が書いてありますけれども、既にいずみ会などでは大体いつも１０万円か１２万

円ぐらいの予算だと思います。県からも補助金いただいておられるのかどうかわ

かりませんが、別に金の話ばっかりではないんですが、もう既に本当に活躍をさ

れておりまして、その上にさらにということになりますと、なかなか難しいんじ

ゃないかとも思います。そういう意味から、先ほども食育サポーターということ

がございましたんで、これはまねをしてとり入れるべきではないかということを

思いますので、申し上げました。 

       それとどういうのですか…。もう終わりなのでやめときますわ。また後で。 

教 育 長 食育に関しまして、先日私は非常にうれしい状況を見させていただきました。

これはトライやる・ウイークの期間中に、子どもたちがお世話になっている事業

先で地域の人たちと、女性会の方と、役員さんと、トライやるの子どもたちが一

緒におひるごはんをつくって、そして公民館へ地域の老人の方をご招待して、そ

こで一緒に食事をする。ただ食事をするだけではなくて、地域に伝わる伝統的な

料理とかそういうものを食しながら、若い世代と経験豊かな世代が話し合いを通

して交流を深める、人間関係を深めると、食べ物を通してそういう活動をしてく

ださっている地域もあるということで、私は非常にそのときはうれしくて、感激

して帰ってまいりました。うれしい報告ですので、一つさせていただきます。 

       なお、先ほどの質問にありましたナメクジの件は、私が現場にいる時分の話で

して、現在の話でないように思いますので、訂正をさせてください。 

吉識定和議員 教育長、ナメクジのことはこだわるようですが、去年聞きました。去年の秋で

す。あんたの耳に入ってへんだけです。言うときましょう。 

       もう一つ思いますのは、人間の一生を乳幼児期、義務教育期、青年期、壮年期、

高齢期という分け方をして、それぞれその期のテーマをつくってというふうなも

のが、この美里町の例にございます。なるほど、いい取り組みだなと、いいやり

方だなと思いました。健康福祉課の課長さんもよくご理解いただいておると思い
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ますので、いい方法はどんどん取り入れて、実際に前に進めていくということが

大事でございますので、進めていただきます努力を要請いたしまして、一般質問

を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

議 長 以上で、吉識定和君の一般質問を終わります。 

       次、６番目の通告者は冨田昭市君であります。 

       １．公立学校施設の防災機能の向上について 

       ２．危機管理と情報システムについて 

       ３．フードバンクについて 

       以上、冨田議員どうぞ。 

冨田昭市議員 議席ナンバー１２番、冨田でございます。 

       先に提出いたしました通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

       まず初めに、公立学校の防災機能の向上についてでございます。これまでの公

立学校の施設は、大規模地震、あるいは豪雨などの非常災害時に、地域住民の防

災拠点として中心的な役割を担ってきたわけでございます。これからも、大災害

が発生しましたら地域住民のための応急的な避難所となることは間違いない事実

だと考えております。また、各学校におきましては耐震性の補強の確保だけでは

なく、もしものときの災害に備えて食料とか、あるいは生活に必要な物が提供で

きるように物資の備蓄等も必要と考えますが、当局の対策といたしましてどのよ

うに考えているのか、お答えを願います。 

住民生活課長 議員さん提案の、避難所となる学校施設にもあらかじめ食料、生活必需品の設

備が必要ではないかということでございますが、議員もご承知のとおり、長野地

区の旧清掃職員の詰所跡に、第２防災備蓄倉庫としてこの３月末に整備いたして

おります。備蓄備品については防災拠点である２カ所で集中管理し、災害に応じ

て避難所に配分する方法が一番効率的と考えております。避難所となる学校施設

にもあらかじめ備蓄備品を配備することになれば、避難所施設に防災倉庫等が必

要になってきます関係から、現在の方法で災害に備えたいと考えております。 

冨田昭市議員 今、課長が答弁されましたように、現状では市川を挟んで町の東側地域には東

大貫に１カ所と、そして西側地域には桜に１カ所、計２カ所があるわけなんです。

その備蓄倉庫には災害時に必要な機材とか、あるいは機器が保管してあるわけな

んですが、そこには正直言いまして、住民さんが避難することはできないわけな

んです。 

       そして平常の、災害のないときにそういう状態でしたら、避難所の防災チーム

に、防災倉庫に行く人については別に問題がないわけなんですが、やはり一時、

大災害が発生しますと、例えば道路が通れない状況になったり、車が行き来でき

なくなるわけなんです。そして東地域の、東大貫にあるあの備蓄倉庫におきまし

ては、付近に山がある関係上、非常に大きな災害が起きたときには、備蓄倉庫そ

のものが倒壊する可能性もあるのではないかなという感じがするわけでございま

す。そして西側の、桜の備蓄倉庫におきましても、川の端にあります。あれも大

洪水が出ますと、あそこに行けなくなったり、あるいはあの倉庫が流されてしま

うという事態も発生するかもわからない。私はそのように想定もしているわけな

んです。ですからやはり、七種川におきましては非常に大量の集中豪雨が降り続

きますと、例えば土石流等が発生することも想定するわけなんです。いろいろと

考えますと、やはり現在の備蓄倉庫は両方ともふさわしくない場所に設置してあ

るような感じもするわけなんです。もともと備蓄倉庫というのは、その避難所の

近くにあって初めてその機能が発揮できるわけなんで、ところが遠いとなかなか

それができないと考えますが、その点についてはいかがでしょうか。 
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住民生活課長 大規模な災害ということでございますが、現在の第１、第２備蓄倉庫につきま

しては、福崎町が発行しております防災マップでは土砂災とか水害の区域には該

当していないということで、現状にある施設での対応という形で考えております。 

冨田昭市議員 非常に私は考え方が甘いなという感じもするわけでございます。近年では佐用

町の水害がありました。これも佐用町の予想をはるかに上回った被害が発生した

わけでございます。そして、本年の３月１１日には、ご承知のとおり東日本大震

災も起きたわけでございます。福崎町は海から大分離れた場所にある関係上、津

波とかそういう心配はないと思いますが、このたびの大震災では津波が海抜３０

メートルまで達したという記録も残っているようでございます。あらゆる角度か

ら多種の災害の想定をしておかなくてはならないんじゃないかなという教訓を得

たわけでございます。 

       それに、福崎町は山崎断層を直下に控えた地域でもありまして、２００３年に

調査した結果を見てみますと、３０年以内に地震が発生する確率が高いと言われ

ておりましたが、その後の調査では見直しをしたと言われているわけですが、ど

ちらが本当かこれもわからないような状態であるわけでございます。 

       いずれにせよ、あらゆる角度から危険予知をしておかないとならないと思うわ

けです。そのようなことから考えますと、我が町は本当に安全だろうかというこ

とを疑問に思いまして、今回はこのような質問をしているわけでございます。 

       そこでお尋ねいたしますけれど、大災害が発生しましたら、先ほども言いまし

たけれども、一番に学校が避難所になりますけれども、避難所となる学校に必要

な機能が備わっているのでしょうか。また備わっていなければ、今後の計画など

についてお伺いをするものでございます。 

学校教育課長 大災害等が発生したらというご質問なんですが、学校の防災マニュアルでは、

「災害発生時における学校の役割」というところがありまして、外部の救援体制

が整うまでの初期段階において避難所となると考えております。ただ、この初期

段階、また中期段階と、いろいろ長期にわたり避難所として使う場合ということ

を想定すれば、現在は避難所となる部屋及び、トイレや更衣室等しかございませ

ん。その他の、備蓄倉庫であるとか電源、飲料水というような物は備わっており

ませんので、復旧の状態によって供給を待つというような状況になります。 

       また、今後の計画についてですけれども、文科省も具体的な法整備は今からと

いうような状況がありますので、これを注視していかないといけないと思ってお

ります。 

冨田昭市議員 初期の段階に一時的に学校を避難所として使うということが今、ありましたけ

れども、それが初期の段階どころか、東日本の大震災を見てみるといまだに避難

所として使っているというところもあるわけなんです。ですから自分たちの思い

と実際に現場とを照らし合わせましたら、非常に大きな違いがあるわけなんです。

その辺はしっかり検討していくべきではないかなという感じがするわけでござい

ます。学校施設の防災機能の整備財源につきましては、今言いましたように、文

部科学省の補助金のほかに、国土交通省の制度も活用できるんではないかと思う

わけでございます。それ以外の財政支援制度も積極的に活用していただきまして、

いざというときに住民の避難所として十分機能できるように、公立学校施設の防

災機能を向上させるようお願いしたいわけなんです。 

       そこで私がちょっと調べたんですけれども、これは神戸市の学校震災実態調査

報告書より抜粋したものですけれども、これは学校が避難所となっている２１８

の学校、そしてもう１件は非避難所、避難所ではない学校、３４１の学校に調査

依頼をいたしまして、いろいろな調査を実施したわけなんです。それはどういう
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ことかと言いますと、やはり防災拠点としてその学校に必要な物をとり上げても

らったわけなんです。阪神淡路大震災は平成７年１月１７日に発生いたしました。

この調査は翌年、平成８年の１月３１日にできまして、もう発表されておりまし

て、１年間の間でこのような調査をしながらこれを発表したわけなんですが、そ

れを見てみますと、まず一般行政との役割分担の明確化というのが、避難所生活

している方から一番多かった必要と思われる機能です。これは５６．９％ありま

した。ところが反対に、非避難所の学校におきましてはこの数字が４４．７％で、

やはり実際にそこで生活した方と、また避難されていなくてただ学校で調査した

分の数字に１２．２％の差が開いているわけなんです。ですから、やはり私は、

実際に現場でそういう体験をした方のデータは非常に必要ではないかなという感

じがいたしました。そのほかにも、生活必需品の備蓄とか、あるいは避難所の運

営マニュアルとか、トイレとか通信設備の拡大とか、そういうものがいっぱい載

っているわけなんですが、やはりこの上位３点ぐらいは即、その対応をしていか

なければいけないということで、若干申し上げますけれども、今言ったように生

活必需品の備蓄、避難所運営マニュアルの整備、そしてトイレとか浴用施設の整

備というのが、やはり上位を占めているわけでございます。この辺も避難所にい

た方とは全然違うわけなんです。ですから我々も大災害に今遭遇しておりません

のでわかりませんが、やはりある程度そういうものを見ながら、勉強していきな

がら、それに対応していかなければならないと考えているわけでございます。 

       そしてまた、避難所となる学校に必要な小機能という形でもって、これは柏崎

市の教育委員会が調べたものでございます。これも平成１９年８月に調べたもの

ですけれど、やはりまず一番最初に上がってきたのが、避難所用の電話とかファ

クスです。これは９０％を超えておりました。やはり今回の東日本大震災におき

ましても、私ごとで申しわけないんですが息子が宮城県におりまして、幾ら電話

してもつながらないと、安否の状況を肉親とかあるいは友人、知人の方は大変な

苦労をかけて確認をされたと思います。ましてあのように多くの方が亡くなった

り、行方不明となっておりますので、その辺の整備というものが非常に新潟県の

柏崎市においても大きな数字として上がっているわけなんです。特にそのほかに

も、テレビとかラジオとか自家発電機とかが載っているわけなんですが、やはり

その辺は、一段落着いてからそういうふうな物も必要になってきて、「自分たち

は避難所生活をしているんだけれど、外の様子が全然わからない」というのが実

態でなかったのかと思うわけです。ですから、やはりこういうふうな物を、今の

通信機能は携帯電話等もありまして大丈夫だとは思いますけれども、その通信、

電話、あるいは携帯電話もすべてストップしたときには連絡のつけようがないわ

けなんです。この辺も今後の課題ではないかと思うわけでございます。どうかそ

の辺につきましても、しっかりと検討していただきまして、前向きな取り組みを

お願いしておきたいと思います。 

       続きまして、２点めの危機管理と情報システムについてでございます。 

       近年は世界各地で地震とか台風、あるいは集中豪雨などの自然災害が頻発して

いるわけでございます。福崎町におきましても、物資の備蓄とか、あるいは計画

立案など、各種の防災対策に取り組んでおり、それに伴いまして先日、１９日の

日曜日には早朝より水防訓練を実施したり、懸命の努力をしていることにつきま

しては頭が下がる思いでございます。将来何が起こるかわからない災害に備えた

取り組みが非常に重要であるということは言うまでもないわけでございます。し

かし、そのような準備をしていても、なお私たちの予想を裏切る形で危機が発生

し続けているのも事実ではないかなというふうに思うわけでございます。３月１
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１日に発生しました東日本大震災もまさにそのとおりであります。想定外の災害

だから仕方がないという、その言いわけはもはや一般社会では通用しないと思い

ます。災害が発生したときには、どれだけ被害を最小限に抑えることができるか、

また避難者の救出、あるいは災害の復旧とか復興をどれだけ早く進めていくこと

ができるか、常に頭に置いておかなければいけないのではないかと考えるわけで

ございます。 

       福崎町という一つの公共団体として、根本の使命は住民の生命と生活を守るこ

とだと、常々、町長が言われていることであります。全国的に自然災害が頻発す

る中で、安心・安全に対する住民の関心がますます高まっているわけでございま

す。 

       そこでお尋ねをするわけなんですが、この、危機という予想できない災害に対

する備えを行わなければならないと思いますけれど、実際、町当局の見解をお聞

かせ願いたいなと思います。 

住民生活課長 福崎町地域防災計画の１５ページ、「災害予防計画」の中で、災害予防は災害

の発生を未然に防止する等のために行われる処置であり、防災の根幹をなすもの

として、基本方針では堅牢でしなやかな地域防災基盤の整備、災害応急対策への

備えの充実、町民参加による地域防災の向上、との必要事項を明記しております。

何よりもまず、災害から人の命を守るために備えが必要と考えております。 

冨田昭市議員 １９９５年、いまから１６年前に阪神淡路大震災が発生いたしました。当時、

阪神方面は大変な被害を受けたわけでございます。西宮市の市街地もほぼ全域が

被災いたしまして、市庁舎も大きな被害を受けたわけでございます。もちろんコ

ンピュータ機器とか、あるいはネットワーク回線も大きなダメージを受けた中で、

市の職員は日常業務の復旧に合わせて、被災者を支援するシステムを構築しまし

て、被災者あるいは復旧・復興支援に大きな力を発揮したということはご存じか

と思います。この被災地の経験と教訓、情報化のノウハウを生かした、西宮市の

被災者支援システムはさらに進化をいたしまして、全国の地方公共団体に無償で

公開、提供されているようでありますが、ごらんになったことはあるでしょうか。 

総 務 課 長 先ほどお話のありました、西宮市の開発した被災者支援システムというものに

つきましては最近、情報を仕入れました。ホームページはのぞいてみたんですけ

れども、これをとり入れるためにはパスワード等が必要でございまして、今のと

ころそのソフトを手に入れているというところまでは、いっておりません。 

冨田昭市議員 そうですね。地方自治体のためにつくったマニュアルなので、ぜひ参考にして

いただきたいなと思います。今言われたように、私もそれを開こうと思いました

ら、その自治体のパスワードがなければ開かないようなシステムになっておりま

して、非常に残念に思ったわけでございますけれど。また見れるようになりまし

たら教えていただきたいなと思います。 

       さて、福崎町は大規模な自然災害に見舞われたときに、被災者を救護、あるい

は支援、迅速かつ的確な復旧作業を行っていかなければならないわけでございま

すが、地方公共団体には大きな責任と期待がかかっているわけでございます。危

機管理情報システムはそのために必要でありまして、今回の質問にもとりあげた

わけでございます。実際にそのような災害が起きたら困るわけでございますけれ

ども、やはり、泥棒を捕まえてから縄を編むよりも、常に予想外の事態が発生す

るという想定をしておかなければいけないのではないかなという感じがいたしま

す。危機管理の情報を共有して活用することが、素早い復旧と復興へとつながっ

ていくものと考えます。 

       したがいまして、危機管理の情報管理を平常時から準備しておくことが大切だ
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と考えますけれども、当局の管理体制はどのようになっているのかお尋ねしてお

きたいと思います。 

住民生活課長 福崎町では地震とか風水害によるあらゆる大規模災害が発生した場合には、被

災地が兵庫県、他市町の消防本部及び防災関係機関、ライフライン事業者への救

援要請の連絡、情報伝達をより的確、効率的に行うことを目的に、兵庫県の災害

対応ネットワークシステムと、兵庫県の衛星通信ネットワークシステムを導入し

ております。このシステムを利用して、避難勧告の判断・伝達マニュアルに基づ

いた防災行政無線での緊急情報を住民に周知させるというシステムになっており

ます。 

冨田昭市議員 余り具体性のないご答弁でございますが、やはり自主防災組織を私はもっとも

っと強化していかなければいけないんじゃないかという気がするわけなんです。

先日もとりおいてみると、大阪のある個人なんですけれども、淀川近くのマンシ

ョンに住んでいる方々が、なかなか行政の指導で避難訓練とかが実施されないと

いうことで、そこの自治会長さんが率先して、そのマンションの住民さん全員に

呼びかけをして、そしてそういう訓練をしたというニュースが流れておりました。

やはりこれは、今の行政のおくれを歯がゆい思いで見ていながら、やはり自分の

身は自分で守るんだというその自主的な気持ちは、確かに私はえらいと思うんで

す。 

       そんなに国が動いても、県が動いてもできないことはできないというふうに思

いますけれども、自分たちの身は自分で守るんだという、その自己的な訓練も私

は必要ではないかと思うわけでございます。行政にあまり甘んじるだけではなく

して、自分たちで取り組んでいくようなことも、やはり住民に訴えていくべきで

はないかと思いますけれども、その辺の啓蒙活動なんかはどのようにされていま

すか。 

副 町 長 その関係につきましては、昨年、行政懇談会を各集落で開かせていただきまし

た。 

       近年のゲリラ豪雨によるこういったような形の中で、今、質問議員さんがおっ

しゃっておられます観点、自助、共助の観点から含めて、自主防災組織の育成、

こういったようなものに取り組んでいただきたいという旨のお願いをしてまいっ

たところであります。もう、そういった観点は持っていただいておるものと思っ

ておりますし、自主防災組織をつくっていただいてから、すでに数年たっており

ます。そういう観点で、再構築していただきたい旨の事柄については、お願いし

ているところであります。 

       なお、それらを含め、新たなそういったような観点を持つような中で、避難訓

練でありますとか、災害対応の部分につきましては、住民生活課長並びにまちづ

くり課長、技監等には図上訓練を一度行ってはどうかといったお願いをしている

ところでありまして、そういった中で指揮命令を含めた形、また現地、本部それ

ぞれの役割をどのようにしてやっていくのかといったような形を、想定の上でし

かないわけでありますけれど、そういう取り組みもやっていこうとお願いしてい

るところであります。それら等、今、研究を重ねていただいておりますし、県も

そういうような関係での訓練想定をやっているように聞いております。 

冨田昭市議員 これはこのたびの東日本の大震災でもって、宮城県石巻市では震災直後の３月

下旬に、阪神淡路大震災の際に西宮市が独自に開発しました被災者支援システム

の導入を決断したと言われております。いろいろな災害がありますけれども、や

はりそれができていなければそういう作業も時間がかかってしょうがないという

ことから、あえてそれを引用したらしいわけなんですが、阪神淡路大震災後、西
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宮市は手作業で証明書を発行していたために、窓口には非常に長い列ができまし

た。そして、復興に向けて発生する膨大な行政事務の効率化を目指す目的で、被

災者支援システムを開発したわけなんです。そしてこのシステムでは、市が保管

する、災害発生時の住民基本台帳をベースに被災者の台帳を作成し、被災者状況

を入力することで、証明書の発行から支援金の配布、あるいは仮設住宅の入居ま

でを一元管理することができたというようなことが報道されております。 

       危機管理と情報システムの体制づくりは、平常時から準備しておくことが大変

重要であるわけでございます。大災害が発生しても、福崎町からは一人の犠牲者

も出さないという、そういう心意気と、また復旧、復興が手早くできるように管

理システムの体制を整えていただきたいということをお願いいたしまして、次の

質問に入っていきたいと思います。 

       次はフードバンクについてでございます。 

       日本は食料の多くを輸入に頼っているわけですけれども、その一方で、まだ十

分食べられるにもかかわらず、大量の食品が廃棄されているわけでございます。 

そうした食品を活用いたしまして、必要とする人々に提供する取り組みをフード

バンクと言っております。アメリカでは４０年前に始まっていまして、日本でも

１０年前ぐらいから活動を始めておりましたが、いまだに知らない人も多いよう

でございます。担当課長におきましては、この件についてはご存じでしょうか。 

産 業 課 長 議員さんのご質問によりまして若干調べさせていただきました。フードバンク

につきましては、関西では平成８年ごろからそういった団体が発足しているとい

うことでございます。 

冨田昭市議員 フードバンクは、調べたところ全体の７５％の方がご存じないというふうな回

答が出てきています。これから食育を推進していく上におきまして、ぜひともこ

のフードバンクも考えていただきたいなと思っております。 

       そして、農林水産省が発表しました２００９年の資料によりますと、日本で出

回っている食品は、年間約９，１００万トンあるそうです。そのうち約１，９０

０万トンの食品が廃棄物として出ているようでございます。国内で出回った食品

のうち、約２割が捨てられているという調査になっております。こうして捨てら

れる食品の中には、食べることのできる食品ロスが約５００万トンから９００万

トンもあると推計されているわけでございます。 

       そこで、お話を福崎町に移しますが、福崎町が直接かかわっております、もち

むぎ食品センターや給食センターでは、食品廃棄物の年間の発生量はどのぐらい

あるのか。またその廃棄食品の活用方法等、当局の現状と取り組みについてお伺

いいたします。 

産 業 課 長 もちむぎ食品センターでございます。食品センター及びもちむぎのやかたでの、

市場で流通できなくなったような商品の廃棄物の年間発生量はございません。食

品の切り落としや食べ残しの残飯につきましては、多量の水分が含まれており、

一日約６．０キロが出ており、１年間では営業日数が３１０日ですので１，８６

０キロになります。また、めん工場では、製品にできない端の部分につきまして

も、ふち付きばちとして販売しております。夏場のめんづくりでは気温が高く、

つくりにくい傾向にありますので、落ちめんが前期では年間で約２トン出ており

ました。今期につきましてもそういった落ちめんを減らすべく、温度調整のデー

タ収集等、研究を行い、５分の１程度の削減になっているところでございます。

落ちたものにつきましては廃棄処分としておりますけれども、今後もめんが落ち

ないように研究を続けてまいりたいと思っているところでございます。 

冨田昭市議員 そうした年間に１，８６０キロ発生する廃棄物については、その後の活用方法
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はどのようにしているのか、ただ捨ててしまっているのか。あるいはそれを何か

に使っているのか。その辺のご答弁をお願いします。 

産 業 課 長 このような残飯につきましては、町内の業者に回収をお願いしているところで

ございます。 

冨田昭市議員 業者に回収してもらうということは、業者はそれをただ燃やしてしまうという

ことでしょうか。 

産 業 課 長 そのように認識しております。 

冨田昭市議員 各食品メーカーや小売店は極力、食品ロスを出さない取り組みを行っているわ

けでございます。食品ロスをゼロにすることは非常に難しいと言っているわけで

ございます。課長が言われた、食品ロスがゼロだということは私には考えられな

い数字ではありますけれども、それが実態でしたら、それはそれで非常に効率よ

い作業ができているんだなと理解をしておきます。 

       それでは、家庭での食べ残しとか、あるいは廃棄についてはどうなっているの

か、これも調べてみました。これも農林水産省の食品ロスの統計調査。２００９

年度に実施しておりますけれど、これは一人一日当たりの量が約４１グラムと言

われております。福崎町の人口が約２万人としますと、年間に８２０キロの食べ

残し、廃棄物が出る計算になるわけなんです。これは赤ちゃんからお年寄りまで

入れた数字なんですけれども、そのうちもっとも多いのは野菜なんです。ついで

調理・加工食品とか、あるいは果実類、魚介類の順でありまして、捨てた理由と

いたしましては「食品の鮮度の低下、腐敗、カビの発生」が５割以上になってい

るようでございます。「食品の消費期限・賞味期限が過ぎたため」が５割という

ふうにもなっている実態でございます。また「色やにおいなどで食品の安全性に

不安を感じたため」というものもありまして、要するに食品が中途半端に余った

ためにそのような理由も出ているわけでございます。このように家庭での食品ロ

スも増加傾向にあるわけでございます。 

       今年度から食育担当もできまして、食育推進の大切さと同時に、この食品ロス

についても町民の皆さん方にうったえていただきたいと思いますが、当局のお考

えをお示し願いたいと思います。 

健康福祉課長 食育推進計画の中でも、そういったことは非常に大事でございます。商品には

消費期限、また賞味期限もございます。こういったものをよく見ていただいて、

その期限内に食していただくということも大事なことでございますので、そうい

った点でまた広報等していきたいと考えております。 

冨田昭市議員 私は今がいいチャンスではないかと思うんです。食育の推進計画を進めながら、

食に対して、食物に対しての大切さを訴えていくということは非常に大事な取り

組みではないかなと考えるわけなんです。これは、私は一体として考えていただ

きたいなと思います。さきの議員もいろいろなことをおっしゃっておりましたけ

れども、やはりその辺もしっかりと考えていただきまして、その辺の徹底を住民

の皆様方にしてもらえれば、非常に食に対する全員の方の考えというのが変わっ

てくると思いますので、ぜひともそういう取り組みもお願いしておきたいと思い

ます。 

       そして、町内には食品加工業とか大型店舗、そして食品売り場とか小売店、あ

るいは食料を取り扱っている多種のお店。たとえばお弁当屋さんとかコンビニな

ど、たくさんの業者が食べ物をとり扱っていまして、私たち町民２万人の食生活

を守ってくれているわけであります。しかし、すべての業者が毎日、食料品を完

売することは難しいと私は考えます。 

       特に、近年は食の安全も問題になっておりまして、賞味期限を過ぎたものを捨



－20－ 

てるのは仕方がないというふうに思っておりますけれども、やはり捨てられる食

品の中には、先ほども言いましたけれども、食べることができるものもたくさん

混じっているということでございます。それは、食品業者が消費者に鮮度の良さ

をアピールすることで、大量のロスが発生しているのも事実であるわけでござい

ます。 

       最近では、有名デパートの食品売り場では、期限切れ間近の食品とか、あるい

は規格外の品物について、食品の品質には問題ないことを情報提供しながら、見

切りとか値引き販売していることを呼びかけて、企業の生き残りをかけた取り組

みを社会と一緒にやっているわけでございます。 

       福崎町におきましても、もちむぎ食品センターや、あるいは給食センターで残

った食品については、先ほどゼロという回答が出ましたけれども、その処分方法

についていま一度、確認をしておきますけれども、今後そのような方法でもって

処分していくのか。課長、もう一度ご答弁のほう、お願いいたします。 

産 業 課 長 もちむぎ食品センター及びもちむぎのやかたでございますけれども、議員さん

が言われましたようなものにつきましては、期限が近いということで安く販売し

たり、立ち寄り客への試食用のサンプルなどで使っているということで、廃棄物

はございません。 

学校教育課長 給食センターの状況でございます。給食センターでは、フードバンクに提供で

きるものは現在のところありません。といいますのは、給食における食材は、必

要量を納入してもらいその日のうちに使い切るという体制でありますので、食べ

られる物というのはございません。それと参考にですが、残菜。もちろん食べ残

しとか野菜の切れ端とかいうものは出てくるわけなんですが、これは全量、堆肥

化しております。機械を入れて、その日出たものを、水を切って投入して、１カ

月程度かかるのですが、徐々に発酵させて肥料化しております。 

冨田昭市議員 食品の残りが余りにも多いために、食品リサイクル法が２００１年に施行され

たわけなんです。これは正しくは、「食品の循環資源の再生利用等の促進に関す

る法律」でございまして、やはり少しも無駄にしないという取り扱いで循環型の

取り扱いをしているわけなんです。そしてどのようにするかと言いますと、ご存

じだと思いますけれど、食品廃棄物を農作物や園芸などの栄養素としての肥料と

して使う。そしてもう一点は飼料として。この場合は、家畜に与える食物の中に

も使っているというようなことが実態でございます。そのように資源化すること

で、ごみの抑制とかあるいは減量の促進を目指し、制定されたわけでございます。

効率的な食品循環資源の再利用は、やっぱりしっかりと取り組んでいかなければ

いけないと考えます。先ほどの全部捨ててしまうというのでは非常にもったいな

いので、そのリサイクル法にちなんで、それを何かに活用していく。何でもでき

るんですから。そういう形でもって、循環型社会に対応した取り組みもお願いし

ておきます。 

       私たち福崎町では、食育推進計画をつくりまして、いよいよ食文化のすばらし

さと正しい食習慣を確立しまして、心身ともに健全な肉体を維持していきながら、

さらに食品ロスをなくすことでもう一歩進んだ食の取り組みができるように、そ

してその食の大切さと、食材の提供者に感謝しながら経済効果を高め、さらに進

めていきたいなというふうに考えます。 

       最近では食品循環資源の再生利用の促進を目指しまして、多くの市町村にビジ

ネスとして入り込み、そして食品廃棄物の収集等もしている業者もあるようでご

ざいます。福崎町としましても、乗りおくれないように食品循環資源の活用をお

願いいたしまして、私の一般質問を終わりたいと思います。 
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議 長 以上で、冨田昭市君の一般質問を終わります。 

       次、７番目の通告者は小林博君であります。 

       １．子育て支援など教育施策について 

       ２．社会教育施策について 

       ３．防災問題について 

       ４．駅前周辺整備を含む基幹整備計画について 

       ５．前回質問事項その後について 

       以上、小林議員どうぞ。 

小林 博議員 ４番の小林でございます。 

       第１番目でありますけれど、子育て支援とか教育の問題については、毎議会で

多くの議員さん方からも取り上げられており、福崎町の重点課題ともなって取り

組まれておるのは、よく承知しておるところであります。 

       今年の保育所の入所状況等につきましても資料を見させていただいたわけです

が、今後、保育所・幼児園等含めて、どのような入所見通しをもって施設整備等

を含めてやっておられるのかということについて、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

学校教育課長 将来の見通しということでございますが、全体の、ゼロ歳児から５歳児の町内

における子どもの数から見ますと、やはり若干、減少傾向が見られます。しかし、

今後どういうふうに推移するかということなんですけれども、低年齢層、ゼロ歳

児から２、３歳児までについては、どうしてもこのような経済状況の中で共働き

等の方がふえるものと考えますので、増加傾向になっていくのではないかと。し

かし、どれだけふえるかはまだわからない状況でございます。 

小林 博議員 特に３歳未満児の、ゼロ歳、１歳、２歳のところについては、公、私立、ある

いは区域外委託、あるいは他の市町村からの受け入れ委託を含めて、ゼロ歳が７

人、１歳が４８人、２歳が７２人と総合計でなっておりますけれど、これらが、

今言われましたようにふえていくという可能性もあると思うんです。町内の施設

の整備の状況から言いますと、施設の容量といいますか、施設の建物の部屋数な

りその能力からいいまして、それぞれ専用の部屋もいると思いますが、まだまだ

これからふえていっても大丈夫だという状況になっておるかというふうに、再確

認をしておきたいと思っております。 

学校教育課長 現在の状況から見ますと、例えば田原幼児園を例にとりますと、今から建設し

ていく施設におきましては、ゼロ歳児は最大１０人を受け入れできるような状況

であります。今の田原保育所のゼロ歳児は１人でございますし、また姫学を合わ

せても２人というような状態であります。まだ十分余裕があると考えております。 

小林 博議員 確かに田原幼児園の施設の図面からいきますと、まだある程度３歳未満児がふ

えてもやっていけるだろうという、施設整備にはなっておるんだろうというふう

には思いますけれども、再三これまでの質問にもありましたように、福崎町で若

い人たちが定着してやっていけるような、そういう施策を産業面からでも取り組

んでほしいというような意見もありましたように、今後の産業施策、あるいはま

ちづくり等の関係からいきましても、福崎町は郡内でも若い人たちが住みやすい、

あるいは他の町からの委託もありやすいということもあろうと思いますので、そ

の面では配慮方を特にお願いをして、施設がないから当面無理なんだということ

にならないような方向づけで、これからも考えていっていただきたいと思ってお

るところでございます。 

       さて、その低年齢児、３歳未満児の措置が少ないということについては、原因

がどこにあるとお考えでしょうか。 
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学校教育課長 低年齢児の入所の数がまだ少ないというような状況のことかと思います。まだ

地域性もございますし、都市部と比べればまだその地域で育てるという状態、ま

た家庭でぜひとも低年齢児については育てたいという思いがあるものだと考えま

す。 

小林 博議員 いろいろな理由があろうとは思いますけれども、その一つに、保育料も３歳未

満児はさらに高いという部分もあろうと思います。 

       保育料について質問に移りたいと思うのですが、教育委員会に保育所の所管が

変わって、保育料決定はどういう機関で、どのようにされるようになっておるの

か、答弁をお願いいたします。 

学校教育課長 担当課といたしましては、保育所の保育料につきましては、前年度の国の徴収

基準額等を参考にこちらで案をつくります。つくった状態で町長部局と最終の詰

めをするような状態であります。またその後、すべての決裁をいただくという状

況でございます。 

小林 博議員 保育料については規則でありますので、議会にかかるというものではないわけ

ですね。そんなことになっておりまして、教育委員会になっておるわけですが、

もともとは上部は厚生労働省の所管ということですから非常に複雑なんですけれ

ど、教育委員会ということになれば、最終的に教育委員会にかけられて、教育委

員会の決定としてなるのか、あるいは町長部局の決定で教育委員会がそれを承認

するということになるのか、その点についてはどうなんでしょう。 

学校教育課長 失礼しました。もちろん教育委員会では、当然これを承認いただき、調整する

わけでございます。また所管の委員会にも報告をしてまいった上でという状況で

ございます。 

小林 博議員 報告はもちろんいただくとして、決定というのはどこの責任かということを聞

いておるわけです。 

学校教育課長 最終決定は教育委員会でと考えます。 

小林 博議員 町長部局のほうにお尋ねをいたしますが、保育料の決定権も含めて教育委員会

へ委託といいますか、権限を移したということで、そういう理解でよろしいです

か。 

企画財政課長 当然、教育委員会への事務の委任の規則というのは、本来必要かと思っており

ます。この規則についてはきちっと整備ができておりませんので、現在は町長の

権限という解釈になろうかと思います。 

小林 博議員 私は、町長部局に保育料についての決定権が残っているのではないかという思

いをしておるわけなんですけれども、ここのところもはっきりと、それぞれ認識 

しながら進めていただきたいと思います。整理もしていただきたいし、どちらの

責任かということも明確にしていただきたいと思います。 

       今度、田原保育所・幼児園が整備されますが、田原保育所の定数は何人になり

ますか。定数。新しい幼児園がつくられて、田原保育所の定数は何人になります

か。 

学校教育課長 今、質問議員は定数と言われましたが、保育所の場合は定員ですので、定員と

いう形で答えさせていただきます。田原保育所の現在の定員は１５０人でござい

ます。これはゼロ歳から４歳児でございます。５歳児は２人おるわけなんですが、

ほとんどがゼロ歳児から４歳児でございまして現在、１１５人が入所しておりま

す。幼稚園の短時間部につきましては、定員という表現はございません。しかし

ながら、５歳児の幼稚園児は現在５７人でございます。幼保一体化によって５歳

児の長時間部はふえる傾向にございます。あくまで現在の予想ですが、定員の１

５０人は下らない。１５０人以上になると思っております。といいましても、定
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員を幾らにするかについては今後、十分考えていかないといけないと思っており

ます。 

小林 博議員 保育料に関係してきますので尋ねておるわけなんです。ご承知のように、定員

の数によって保育単価が違ってまいりますので、第５ランク以上は定員数によっ

て保育単価が変わります。福崎町にあります保育所の最大定員が幾らになるかと

いうことです。１５０人が存在をするのか、あるいはもう１３０人になるのか、

１２０人になるのかということによって保育単価が変わってくるわけで、そうし

ますと、現在１５０人定員の保育単価を参考にして保育料を決定しているわけで

すが、その１５０人とるという定員が福崎町からなくなって、さらに少なくなり

ますと、そこのところの１５０人定員の保育単価を使って保育料を決定するとい

う、その根拠づけがなくなっては困るという、そんな心配もしつつ見守っている

ところなんですけれど、そんな意味で田原保育所として、保育所設置条例の田原

保育所の定員が幾らになるのか、現在の１５０人が維持されるのかどうかという

質問なんですけれど。 

学校教育課長 やはり保育料に関係してくることでございます。１５０人は下らないと考えて

おるわけなんですが、現在の保育料の設定につきましては、この１５０人定員の

国の基準でもって保育料を決定しておるという状況にあります。これを将来変え

ていくのかどうかというところではないかと思うのですが、やはり、この法律の

改正もございますし、今後は保育部門、またこども園というような考え方が出て

きておりますので、この辺がどう動いてくるのか、国の基準がどう動いてくるの

か、この辺は見守りながら対応していくというところになると思います。 

議 長 一般質問の途中ではありますが、しばらく休憩をいたします。再開は午後１時

といたします。 

◇ 

休憩 午後０時００分 

再開 午後１時００分 

◇ 

議 長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

小林 博議員 保育料の決定につきましては、町当局の見解も聞いておきたいと思うのですが、

先に、前年度の国基準を基本にしながら、町で自主決定していくという方針でき

ておるわけですが、国の保育単価がずっと毎年上がっていくという時期であるな

ら、前年度基準ということでも説得力があるんですが、今のような、デフレの方

向になってきまして若干でも保育単価が下がるという傾向がこのところ続いてお

りますから、前年度基準を参考にするということになっておりますので、若干で

はあっても、例えば平成２３年度という年だけをとってみますと、平成２３年度

の国の基準よりも、町の保育料がほんの少しですが高いという傾向になっておる

わけです。この現在の制度を採用した数十年前の、高度経済成長で保育単価がず

っと上がっていくという時期ならよかったのですが、今のように国でも保育単価

が下がるということになりますと、その年度で見れば、国の基準よりも町の保育

料が若干高いという傾向があるのですが、そういうことも含めて当局の見解をお

聞かせいただきたいと思います。将来雇用の方向づけも含めて。 

副 町 長 言われるとおりでありますが、しかしながら徴収基準の多くはほとんど変化が

ないというところでありまして、所得階層によっては１００円だけ下がったよう

な階層が出てまいりました。今、議員のご指摘がありますように、保育単価が大

きく見直されるといった事柄であれば、また考えようもあるわけですけれども、

今のところは前年における徴収基準をもって充てていきたいなと思っております。
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また、所得階層等も税制改正を含めて変わってくる場合もございますし、学校教

育課長が申し上げておりましたように、義務づけ、枠づけの廃止といったような

中で、認定こども園等の話も出てまいっておりますので、それらの推移はやはり

見守らなければならないと思っております。 

小林 博議員 いずれにしても、保護者の状況は、年齢が非常に若いということもあって、収

入に対する保育料の割合が非常に大きくなるということも、３歳未満児が少ない

一つの原因にもなっておろうかと思います。そんな面で、現在までの方向を含め

て、できるだけ保護者の負担を軽くして、そして保育の推進を図っていくという、

そんな方向で子育て支援をやっていくという立場で進めていただきたいと思って

おるところでございます。 

       さて、保育料の件についてはそれぐらいにして、保育単価の中で人件費がどの

ぐらいみてあるのかなということも関心の一つなんです。人事配置等を見ますと、

臨時職員が非常に多くなってきているもんですから、そういう面ではどうかなと

思ったりもしておるわけでありまして、保育単価の中でどんなふうに人件費が見

込んであるのかという点も、答えができましたら簡単に答えをいただけたらと思

うのですが。 

企画財政課長 正式な数値は手元にもっていないわけですけれども、当然、交付税の算定等の

中で見込まれている人件費相当分と、実際に支払っている人件費につきましては、

まだかなり持ち出しが出てきておる状況でございます。 

小林 博議員 これだけ臨時職員をふやしても、まだ人件費相当分が単価でいう人件費よりも

町の持ち出しがあると。人件費だけで見てですよ。保育料のほうに継ぎ足してい

るからというんじゃなしに。そうですか。わかりました。 

       それで、また後ほど詳しく資料を分析しながら考えてみたいと今、思っており

ます。保育所・幼児園の関係につきまして、とりあえず関心を持っておりました

こと、気にしておりましたことについてお尋ねさせていただきました。 

       次に、学童保育の件についてはこれまでも多くの議員の方々が質問されており、

私たちとしては石野議員さんも前回にも質問されておりまして、充実した運営に

なっていくように、そういう質問をしておるところであります。本年度から新た

に主任指導員が配置され、非常に期待はしておるというところまで、石野議員の

前回の質問があるわけですが、そこで、改めていろいろ話が町の中であるもので

すから、この学童保育について、改めて主任指導員も配置されて、基本的に学童

保育というのはこうあるべきだという基本的な考え方がございましたら、あると

思うのですが、学童保育園の責任者であります教育長さんにお答えいただきたい

と思います。 

教 育 長 学童保育は、授業終了後、家庭において保護者の保護を受けられない、学校、

学年の異なった子どもたちが、家庭的な雰囲気の中で仲よく協力しながら学習や

自由遊びを過ごすことを目的としております。 

小林 博議員 基本的な背後にある法的な根拠とか、学童保育に関する法律とか、制度とかい

うものはどうなって、どういうものが参考になるかという点についてわかればお

聞きをしたいのですが。 

       私が見てもよくわからなかったのです。憲法があり、児童福祉法があり、社会

福祉に関する法がありというふうにして、いろいろ書いてありましたけれども、

なかなか学童保育についての制度上の問題が確立していないのかなという思いも

したんですが、そんなことはないんでしょうか。国の補助制度もあるんですが、

法律上に学童保育としたしっかりしたものがあるのかないのかという点が疑問に

思いましたので、そんなことを聞いてみました。 
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       次にいきますが、主任指導員が配置されて、そういう基本的な教育長の言われ

る考え方に基づいて、具体的な運営方針あるいは職員間の意思統一、保護者との

関係等、今年度どんなふうに今、統一して運営をされておるでしょうか。 

教 育 長 ４月当初に全指導員を集めまして、その中で本年度の学童保育園のあり方、取

り組み、方針等について共通理解するとともに、主任指導員の導入に伴いまして、

主任指導員が学童保育園の現場での運営を中心にやっていただくということにし

ています。そして毎日子どもが来るまでに、当日の指導員と主任指導員が前日あ

るいは１週間前の様子を話し合い、そして本日どういう方向づけで行こうという

話をしましてから、子どもたちを受け入れております。 

小林 博議員 それでは期待をしながら見守り続けていきたいとは思います。今後のこの学童

保育についてのさらなる方向づけですが、他の校区にも設定していこうとか、い

ろいろ方向といいますか、抽象的に述べられておりますが、年齢枠を下は幼稚園、

あるいは上は小学校高学年にまで広げていくとか、あるいは場所をもう少しふや

すとか、今後の方向づけについてはどんなふうに考えられておるでしょうか。 

教 育 長 学童保育園が開設されたころと比べますと、保育園にやってくる子どもたちの

人数がふえております。また国の方針も、小学校６年生までということも言われ

ておりますので、今後、近い将来には、現在、川西地区に１カ所あるわけですけ

れど、川東地区にももう１カ所開設する必要があるのではないかなという思いで

おります。また、年齢枠の拡大とか保育時間の拡大も、可能な範囲でふやしてい

きたいという思いではおります。 

小林 博議員 国の補助の単価表を見ますと、時間などは７時までということもできるようで

ありまして、時間帯に応じてその施設に対する補助単価も違うようですから、７

時までということまで資料を見ましたけれども、そういうことも含めて、財政的

裏づけも、幾らかにしても見られるわけですから、早急に進むように考えていっ

ていただきたいと思います。学童保育につきましては、そういうふうに本年度、

一緒に指導員が配置され、いろいろ努力されておるようでありますので、基本的

には見守っていきたいと思いますけれど、これが非常に重要な施策として進めら

れ、国でも補助制度がつき、そしてその補助も、基準も改正されていく、プラス

されていくというような方向に、国でもなっているようでありますから、合わせ

てこれが定着して、よりよい方向に運営が進展しますように、職員の身分保障等

も重要になってくると思うんですが。その点についてはどうでしょうか。 

教 育 長 ご指摘のとおりだと思いますので、私個人的にもまた前向きにとらえて考えて

いかなければならない項目と思っております。 

小林 博議員 常勤体制について、常勤を基本にするとか、ローテーション方式とか、いろい

ろあるとは思いますけれども、ある程度身分保障もしっかりとして、そして責任

を持って勉強もしていくということができるようにやっていただければと思いま

す。 

       教育問題のところの最後に、これは前回も他の議員さんから質問があったこと

でありますが、ちょっと保護者の皆さんからも聞かれておりますのでお尋ねして

返していきたいと思うのですが、中学校での武道の導入ということで、剣道を導

入すると決定したということですが、設備、備品とか、あるいは家庭でどのよう

に保護者が対応をしなければならないのか、準備をしなければならないのかとい

うことも含めてお答えいただきたいと思います。 

教 育 長 武道で剣道をとり入れるに当たりまして昨年度、３回にわたり学校長、体育主

任、私どもの間で話を持ちまして、いろいろな角度から検討しました結果、施設、

設備あるいは男女共修、子どもたちの要望等を考慮しながら、剣道に決定いたし
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ました。本年度は移行期間でございますので、２学期に１、２年生を対象に、６

時間もしくは７時間程度、剣道の授業を実施する予定にしております。また、授

業は体育館で行いまして、体育教師が中心となって指導しますが、指導補助とし

て、町の剣道協会からも「いつでも支援できますよ」という申し出もありますの

で、ありがたいことだと思っております。 

       また、子どもたちが使用する道具にあたりましては、各校、剣道の竹刀を６０

本、竹刀の立て台１台、打ち込み台３台、剣道防具１セット、防具袋１枚、計２

８万５，３００円を予算化しておりまして、今のところ自己負担は考えておりま

せん。 

小林 博議員 わかりました。男女ともにこの制度が実施されるということのようであります

ので、その関心が高まっておるというところでございます。この件については、

さらに勉強も深めていかなければ、余り質問も深まらないということになります

ので、そういうところでございます。 

       次に、社会教育関係に移りますが、最初に文化財の関係であります。福崎町に

おきましても、文化財の関係について非常に力を入れて、重点的に事業を進めて

いるというところでありますが、この文化財の保護についての、文化財保護に関

する法律とか町の条例とかあるわけですが、基本的な理念というのはどんなふう

になっておるのかということ。それから文化財として、国、県、町に指定されて

いないものがどれほどあるのかということ。それらの実態把握と保存についての

考え方はどうなのか。という点についてお聞かせいただきたいと思います。 

社会教育課長 文化財保護のまず基本理念でございます。文化財というものは長い歴史の中で

生まれ、はぐくまれ、今日まで守り伝えられた貴重な財産ということで、それを

保存、また活用することにより文化的向上を目指す。それが基本理念ではないか

というふうには考えております。 

       それから指定されているもの、指定されていないものということでございます

が、福崎町の国、県、そして町の指定文化財については４３件ございますが、そ

れ以外にも文化財はたくさんあると思います。こちらとしては、それを調査する

に当たりましては各集落から１名ずつ、文化財協力員を推薦いただきまして、毎

年、そういった委員さんの研修や、いろいろな啓発活動をお願いしているところ

でございます。そういったところで文化財を把握するわけでございますが、文化

財の定義というのが、今言いましたように、その財産によってどこで文化財とし

て区切るかということでございまして、地域によってこれは非常に大事なものだ

と思われるようなものでも、果たしてこれを文化財といえるかどうかというとこ

ろではございますが、やはり地域によって文化財というのはいろいろあるという

ようなところで、どこまで、それ以外にどれぐらい文化財があるか、というもの

はちょっと出しにくいかとは思います。 

       それと補助制度なんですが、今、国の指定文化財になりますと、国が７５％、

残りの２５％を県、町、所有者で案分することとなっています。県の重要文化財

になりますと、福崎町が所有の場合、例えば三木家でしたら県が２分の１、町が

２分の１となります。これが一般の所有者でしたら、県が３分の１、町が３分の

１、一般の所有者が３分の１となっています。 

       町の指定文化財の場合でございます。町の指定文化財におきましては、文化財

の保護条例をつくっておりまして、そこの第８条にうたっておるのが、「指定文

化財の管理又は修理等による経費は、所有者等の負担とする」。基本は第１項で

決めておりまして、第２項で「管理又は修理等に多額の経費を要し」、また「所

有者等がその負担にたえない場合」等は、「予算の範囲内で補助金を交付するこ
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とができる」ということで、規則ではその額をうたっておりまして、最高限度額

が１００万円、本工事のうち２０％以内と決めております。 

       それ以外にも補助制度ではなしに助成制度ということで、これは無形文化財で

ございます。福崎町では熊野神社の浄舞、余田の大歳神社の浄舞、高橋の法成就

講、鍛治屋のかくしほちょじ、追儺、こういった５件につきましては３万円の補

助を今、支給しているところでございます。 

小林 博議員 文化財と指定されておっても、なかなか民間の部分については、特に町指定ぐ

らいになってきますと補助率が非常に少ないということ、それから全く指定され

ていない場合、補助がゼロということになりますと、その文化財が散逸したり、

なくなってしまったり、傷み放題になるということにならざるを得ないというこ

ともあると思うんですけれど、その面で文化財についてもう少し、保護のあり方

について考え直してみる時期が来ておるのではないかと思うんです。 

例えば、福崎町内にある古墳等でも、指定されておるものとされていないもの

があります。埋蔵文化財と言いますか、包蔵文化財と言うそうですが、これも町

内に大体１００以上あるということらしいですから、それらが一応、登録として

は教育委員会で把握はしておりながらも、どういうのですか、補助金がないしど

うしようもないと、傷み放題にならざるを得ない部分もあるということになって

おります。そんな点で、補助のあり方、額等も含めて、指定されておらないもの

も含めて、その保護のあり方について検討していただくべき時期ではないかと思

うのですが、教育委員会どうでしょうか。 

社会教育課長 担当課といたしましては、できるだけ補助をして文化財を守っていきたいとい

うのはやまやまではございますが、文化財といいましても、福崎町にはたくさん

ございます。そういったところで、ある一定の基準を設けるということはやむを

得ないのではないかなという思いでございます。しかしながら、文化財というも

のは今まで過去の人が非常に大事に守ってこられ、そして今日まで守り伝えてこ

られた財産であります。今まで残っているのは、やはり地域の人々が大事に守っ

てこられたからということでございますので、今後も基本はそういう形で考えて

いただけたらと思います。 

       教育委員会といたしましては啓発活動、文化財の保護意識の高揚活動のための

事業を展開していきたい。それが教育委員会の役目だと思っております。 

小林 博議員 これまでどおりでいいんだという答弁と受けとめたんですけれど、福崎町の教

育行政を進めていく教育委員会の５名の委員さんのうちの一人であります教育長

さんにも、教育委員としての立場から見解をお聞きしたいんですが。 

教 育 長 文化財というのは一度形を失ってしまうと、もう復元できません。そういう意

味において、文化財は非常に我が町にとって重要な遺産だと思っております。今

後の対応につきましては、ただいま社会教育課長が答弁しました方向で私も考え

ております。 

小林 博議員 これまでのことを参考にもしながら、先ほど言いましたように指定されていな

いものも含めて、指定されていないものでも子どもの教育上に役立ってるものも

あるそうでありますので、そういうものも含めて、この保護のあり方を一度再検

討してはいかがかという提案なんですけれど。どうでしょう。 

教 育 長 また、教育委員会の５人のメンバーで、そういうことについても話し合ってい

きたいと思います。 

小林 博議員 それではそういう方向でお願いしたいと思います。またいつかの時期にお尋ね

をしたいと思います。 

       次に社会教育施設の管理運営と振興ということで挙げておりますが、所管事務
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の一部を町長部局へ移管するかどうかの問題について、教育委員会の意思決定が

されたかのような資料を教育委員会の議事録から拝見させていただいておるわけ

ですが、そうなりますと、その上に立って、今後これだけの社会教育施設の管理

運営と振興についてはどのように考えられておるのかについて、お聞かせをいた

だきたいと思います。 

社会教育課長 社会教育部門の所管事務の町長部局への移管でございますが、これは平成２１

年１１月に町長部局から教育委員会へ投げかけられまして、その後１年以上かけ

まして議論、協議させていただきました。教育委員会の中で一定の方向性はまと

まったということで、早急にでも町長部局へこちらの意見を提出しながら、今後

の機構改革等において町長部局で活用いただけたらと考えております。 

小林 博議員 教育委員会としては一応決められたと。方針を決定されたということですね。

でも町長部局との協議といいますか、町長部局がどう活用されるかというのが課

題だということのようでありますが、町長部局としては基本的に教育委員会の答

えを尊重するというふうな、そんなことでしょうか。 

副 町 長 全くそのとおりであります。 

小林 博議員 ということになりますと、教育委員会の責任というのは非常に大きくなってく

ると思います。柳田國男・松岡家顕彰会記念館も町有施設となり、三木家の改修

等も含めて、非常にそういった部門でも大きな仕事がありますし、学校教育の課

題等、あるいは子育て等も含めて非常に重要な課題となっております。そういう

中でのことでありますので、教育委員会の対応、体制づくりというのは非常に重

大だというふうになってくると思うんです。 

       例えば、文化センターなどを通じて文化活動をされている方々の話を聞くと、

そんなに多く聞いておるというわけではありませんけど、職員が少なくなってい

る、あるいは臨時・嘱託職員が多くなって、住民の活動の将来にどんな影響が出

るのかなという、そんな心配をされている方もありますので、その点について教

育委員会の責任というのは大きいと思うのですが、その方針決定によって今後に

臨む決意等について、お聞かせいただきたいと思います。 

社会教育課長 教育委員会の各社会教育施設でございますが、全県下を見ますと指定管理にな

ったような施設も多数あるところでございます。しかしながら、当町におきまし

ては、社会教育施設すべて直営で運営しております。しかし、残念ながら正職員

から臨時・嘱託職員になっていることも事実でございます。しかしながら、たと

え臨時職員であれ、嘱託職員であれ、やはり人格主義といいましょうか、その人

がどういう能力を持っておられるかというようなところで、研修も積みながら、

住民に不便をかけないような体制は整えていきたいと思っております。 

小林 博議員 ぜひ目配りを十分に行っていただいて、頑張っていただきたいなと思っており

ます。 

さて、社会教育施設につきましては毎年１年間の活動を締めくくり、そうして

翌年度の計画を立てるということをやっておられると思うのですが、そういう中

で特に、マンネリにならずに毎年新しい方向で努力をすると、新しいものを引っ

張り出そうということで努力などもあると思うのですが、そういう中でこのエル

デホールのことについて聞いておきたいと思うのですが、エルデホールの自主事

業については、つくられたときから随分と金額的にも中身的にもずっと変わって

きたわけですが、今後、この自主事業の企画のあり方についてどう考えられてお

るのかお聞かせいただきたいと思います。 

社会教育課長 エルデホールの自主事業を実施するにおきましては、企画委員会という団体に

今までお願いをいたしておりました。この団体につきましても、エルデホールが
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設置された当初からずっと続けていただいておりますので、２０年間近く実施し

ていただいています。そういった中で、自主事業にもいろいろ賛否がございまし

た。この企画委員会ではいろいろ文化の面で、いろいろな面から町民の方に見て

いただきたいというような形で実施しておったのですが、そういった事業におき

ましては、入館者数の問題もとりざたされたところでございます。そういったと

ころで、企画委員会から昨年度、委員さんはなかなか交替もされていないという

ことで、続けるのも困難だというような意見がこちらに参りまして、今、企画運

営委員会のあり方について考えているところであります。企画運営委員会はこの

２３、２４年の２年間が任期となっておりますので、２年間のうちにこちらでそ

の体制を整えまして、新たな企画運営委員会をつくるのか、いわゆる自主事業を

どういう形でやるのかというのは、こちらにも社会教育委員会などの委員会もご

ざいますので、そういったところで諮っていきたいというふうには考えておりま

す。 

小林 博議員 今年度の委員さんが来年度の計画もつくることになろうと思いますので、どん

な方向づけになったとしても、新たな企画運営委員会をつくる、つくらないにし

ても、その運営は２５年度分からということになろうと思いますが、そういう意

味からも、非常に先を見越したり、あるいは住民の皆さん方の文化に対する要望

等も含めて検討して、効果的に町財政も、あるいは住民もそれが使われるように

お願いしておきたいと思います。 

       次に防災問題についてですが、大雨・台風シーズンになってまいりました。地

震も大変ですが、いつ来るかわからないという状況ですが、大雨・台風について

は、ほぼ毎年のようにやってまいりまして、被害が起こっているという状況であ

ります。これまでずっと報告を受けておる事業の進捗について、具体的にお聞か

せいただきたいと思います。 

       一つ、急傾斜地対策事業ということで西谷地区から先行して始めるという報告

になっておりますが、今年度、確か測量から入るということだったと思うのです

が、それがどんなふうに県ではとり上げられて、具体的に進捗することになって

おるのかお聞かせいただきたいと思います。 

       それから、直谷川からの排水対策等も含めて、福田地域での水問題についての

一つの対策として考えられております川端川の問題ですが、これについて本年度

測量というような話が春にありましたけれども、これもいよいよ本年度やるなら

その事業にむけてどうかということになっておりますが、この点についてはどう

なのか。 

       あるいは福田西部の問題や、板坂方面の対応など、土木や農林などもあろうと

思いますけれども、お聞かせいただきたいと思います。具体的な進捗状況です。 

まちづくり課長 まず１点めの西谷地区における急傾斜地崩壊対策事業でありますが、本年度、

この夏ごろになると思いますが、測量に着手して設計を進めたいということを兵

庫県から聞いております。できれば来年、事業着手に向け検討、共同して早期着

手、早期完成に向けて事業促進を図っていきたいと思っております。 

       また福田西部の砂防事業でありますが、今、県、国の方針ではやはり要援護者

施設などの福祉施設、また学校等、砂防区域の近くにあるそういったところから

優先的にということになっておりますので、今計画のものが事業着手になって完

了見込みになれば、次は福田ということになろうかと思っております。また、板

坂川の砂防事業につきましては設計もできておりますので、本年度、買収が進め

ば冬ごろから事業着手したいと県から聞いているところでございます。 

下 水 道 課 長 ２点めの直谷川からの排水対策についてでございますが、この対策としまして
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は、川端川の路線の活用と、それから計画決定路線であります直谷第一雨水幹線

の整備によりまして浸水解消を目指すものとしております。まず、今年度につき

ましては川端川の整備を行うために事業の認可を取得しまして、測量設計業務を

進めていきたいと考えております。 

産 業 課 長 農林関係についてでございます。まずため池事業は、警戒を要するため池で、

県営の西光寺、姫ヶ池については現在工事中でありまして、完成は２３年度の予

定でございます。町営事業の東大貫、倉谷下池につきましては、２３年度調査設

計を行いまして２４年度、工事着手を予定しております。県営事業の治山事業に

つきましては、板坂、三谷奥地区につきましては２２年から２３年度にかけて完

了しております。また２３年度につきましては、田口、西谷地区の工事、それと

山崎の大谷地区の調査に入る予定でございます。また集落の裏山整備を行います

県営の里山防災林整備事業につきましては、２３年度に板坂、桜地区の調査を行

う予定となっているところでございます。 

小林 博議員 ありがとうございます。具体的にずっとお答えをいただいたんですが、一応、

これまで報告されておりますことが具体的に取り組み段階になっておるという報

告でありますので、安心をしながら今後もまた見守っていきたいと思いますが、

それぞれ地域の方々やら、あるいは町当局の努力がいることだと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

       さて災害ということですが、基本的な、構造的な問題は別として、とりあえず

こういうものが完成するまでの当座の対応ということも大事になるわけでして、

この件につきましては先ほどの質問で防災倉庫の整備状況等も報告をされており

ますので、ぜひその内容等、十分な対応ができるように努力方を求めておきたい

と思います。多分、基本的な対応はできておるということですので、さらに充実

方を含めて点検をお願いしておきたいと思います。 

       さらに、地域の防災力の強化ということが最近は特に言われておるわけであり

ますが、それについてはこれまでの質問の中でもあったわけですが、具体的な福

崎町としての施策は、それではどんなふうに考えておられるのか項目的にあれば

お聞かせをいただきたいと思います。 

住民生活課長 地域の防災力の強化ということですけれど、本町は自立のまちづくりを目指し 

ておりまして、まずは防災の基本である、自分と自分の家族は自分で守るという、 

自助という防災意識の高揚を図ると。そして自主防災組織のリーダー研修やら、 

あらゆる災害に対応できるよう、自治会単位での危険箇所、避難経路の周知を図 

るため、各自治会による災害種別ごとの防災マップの作成も依頼すると。引き続 

き地域防災力の向上、自主防災組織の強化を図りたいと思います。 

       また、消防団につきましてもこのたびの１９日の水防訓練を初め、中継訓練、 

非常呼集訓練等いろいろ実施しており、消防団の士気を高め、技術力の向上に努 

めるという形で強化してまいりたいと思います。 

小林 博議員 繰り返し同じ答えをずっといただきまして恐縮でございますが、さて、その消

防団の話も出ましたので、具体的に提起しておきたいと思うのですが、前回の質

問でも、火災対策としても、消火栓の重要性ということについては強調したとこ

ろでありますけれども、当然、当局の認識もそうなっておるわけでございますが、

この消火栓器具や、あるいはホースの問題等について、これらの充実と整備を図

っていくためには現在の補助基準をもう少しふやしてもよいのではないかと思っ

たりもいたします。最近、消火栓の中の器具が盗難に遭うということもあったり

したわけですが、その盗難の被害があれば当然、またあと買い足さなければなら

ないわけですが、それらに対する町としての手当等、どんなふうになっているの
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かお聞かせいただきたいと思います。 

住民生活課長 消火器具とホースの補助につきましては、従前から消火器具につきましては事

業費の２分の１、最高５万円。そして器具箱につきましては、限度額が１万円。

ホースにつきましては事業費の２分の１、限度額１万円という補助をしておりま

す。補助の増額という質問でございますが、非常備消防におきましては各分団へ、

支出経費につきましてはいろいろ多岐にわたっておるという中で、個々の経費を

取り上げるとそういう議論も出てくるということなんですけれど、各分団につき

ましては分団交付金等、相当の運営経費は支出しております。自分たちの地域は

自分たちで守るという観点からも、器具等の購入に対しては一定の負担をお願い

しているというような現状でご理解いただきたいと思います。 

       また盗難被害のうち、補助対象となっているものにつきましては一式１０万円

以上のものを購入された場合については、その他整備事業という２０％の補助を

適用しておりますので、そういう補助で助成するという形になっております。 

小林 博議員 今、十分にいろいろやっておるから辛抱してくれということのようであります

が、現状を踏まえて、もうかなりこの額になってからは長期間になりますので、

改めて意見として申し上げておるわけであります。消防団条例第１５条には、町

長は消防各分団の消防器具を整備して、各分団に整備をするとなっておりまして、

消防器具の整備は町の責任と、福崎町消防団条例第１５条では書いてあるわけで

ありまして、補助するという性格じゃないと思うんですね。補助するというのは、

実施主体が外にあってそこへお金を出していく。これが補助というわけでありま

して、町に整備の責任があると。それに対して地元負担を求めるという性格のも

のだと思うのですが、補助基準の中に入れて、これで十分だろうと。ほかにもい

ろいろやっているから。ということでは、ちょっと条例の性格上、合わないので

はないかと、改めて夕べ、条例も見ながら思ったわけですが、いかがでしょうか。 

副 町 長 消防費、非常備消防に関しては歴史がございます。そういう観点から含めます

と、地方交付税に従来で算入されている分野を配分しておるわけでありまして、

先ほど担当課長が答弁申し上げましたように、分団交付金でありますとか、出動

手当でありますとか、各市、町、それぞれ配分の方法が変わっております。確か

に今、議員言われておりますように、消防の器具、そういったような活動備品等

については市、町の責務で配備している市、町もございます。私どもの町みたい

に補助をやっているところもございます。これら等を踏まえて見てみますと、私

どもの町の消防に対する予算組みは非常に大きいものとなっておりまして、他市

町に劣るようなものではございません。 

小林 博議員 他市町との比較ということも、それも一つの物差しですね。合わせて、条例の

趣旨に沿ってどうかということも考えていただきたいというのが、今日の質問で

あります。 

副 町 長 条例に沿っていないというのは認識しております。そういう観点では、条例を

改正しなければならないというところもあるわけでありますけれど、特にそうい

ったような観点から踏まえまして、そういう形の中で、今、それぞれ消防団にお

けます団長以下それぞれの意見を聞きながら、町の消防団の活動を願っていると

ころでありまして、そういう点も踏まえて、その実情に合わせた形の中で、今運

営を行っているというところであります。見直さなければならないのであれば、

非常備消防の需要額そのものを一つの原資として、全体で見直すという形になる

かと思います。 

小林 博議員 財政に強い副町長らしき答弁というふうに思うのですが、各地域によって実情

は違うと思うんです。各地域の自治会の財政力や消防の財政能力によって違うと
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思うんですが、安心、安全のまちづくりとその整備ということから言いまして、

消火栓の重要性というのは強調しても切りがないということでありますので、ぜ

ひその点についてよろしくお願いしたいと思います。 

       それから次に、福永議員からもありましたが、操法大会の練習場の問題という

のが出ましたが、第２グラウンドは田原幼児園の建設用地というようなことにも

なっておりますので、改めてその練習場ということが心配の種になっております。

水出し操法にもなっておりますので、そういう部分も含めて練習場の問題につい

てどのような所見をお持ちでしょうか。 

住民生活課長 前日、福永議員さんの質問に対してお答えはしたんですけれど、水出し操法と

なれば非常に長い距離が必要なんですけれど、今、第２グラウンドにつきまして

は田原幼児園の建設にかかるという中で、駐車場整備をされるということで、駐

車場については舗装されるということをお聞きしております。その中で、東のほ

うはグラウンドで残りますので、その駐車場も含めて利用するということであれ

ば、水出し訓練も可能かということで調整していきたいなと考えております。 

小林 博議員 熱心にやっていただいておる部分と、その練習場、それぞれ十分な対応という

のはなかなか難しいわけですが、一つの課題であるということについては認識を

されておるようでありますので、よろしくお願いしたいと思います。 

       次に、公共施設の耐震化の問題については他の議員さんからもありましたので、

ぜひその努力方を求めておきたいと思います。 

       それで水道施設の整備の問題についても、先ほどと一緒で具体的な確認ですが、

水環境の耐震化、山崎配水池の増強等の問題を含めて、あるいは停電対策、ある

いは高度処理の問題等あるわけですが、これらが具体的に一つずつ計画どおりに

年次的に進んでいく、そういう取り組みになっておるでしょうか。 

水 道 課 長 まず、水環境の耐震化でございますが、２３年度で第二次診断を実施する予定

としております。また配水池の増強につきましては、第一工事の進入路の工事に

着手しております。停電対策につきましては委員会でもお伝えいたしましたが、

下水道処理場にあります発電機を有効利用させていただきたいと思っております。

また高度処理につきましては、できますれば今年度、認可変更とともに、処理方

法についても検討したいと思っております。 

小林 博議員 これに進んで、まだ診断、検討という段階のようですが、これをさらに具体的

に進んでいくようにやらなければならないと思います。ぜひ、そういう点での努

力方を求めておきたいと思います。 

       次に駅前周辺整備を含む件ですが、駅前周辺整備の問題、あるいはそれがどこ

ら辺まで本年度、今取り組みが進んでいるのか、毎回お聞きしておりますが、こ

れは毎回お聞きをしますので、その都度その都度の進捗状況、取り組みについて

報告できる範囲でお願いしたいと思います。道路整備の問題については、中島井

ノ口線はいつ完成するんですかというように、町民の皆さん方も幅広く関心が高

うございますので、県道三木宍粟線の拡幅の問題、交差点改良がありますので、

拡幅の問題も取り組みとあわせて現在の状況、見通しについてお聞かせいただき

たい。 

       それから国道３１２号の側溝整備の問題については、２２年度予算で対応とい

う話を聞いていたわけですが、まだ具体的に手がついていないという状況のよう

でありますので、県からどのようにお聞きになっているのかお聞かせいただきた

いと思います。そこまでとりあえず。 

技 監 駅前周辺整備のことにつきましては、本年の４月に入ってからＪＲ、県、公安

委員会等、計画を固めるために必要となる諸機関との協議を、昨年度作成した図
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面をもとに調整に入っているところです。県につきましては、密集した市街地の

中に道路を整備するということになりますので、ルートについてはなかなか慎重

に対応しているところです。 

       それと、事業化ということに当たりましては、一時、民間の事業者による２４

条工事の動きがありましたので、その経緯がありますので事業化についても少し

慎重な状態になっているところです。 

       ＪＲにつきましては、本社で計画について検討していただいているところと思

っております。 

       あと、公安委員会は純粋に安全性というところからの判断になると思います。

そのようなことで、それらの機関と適宜、必要なときに協議を進めて計画を固め

ていきたいと思っております。 

まちづくり課長 道路整備でございますが、まず１点目の中島井ノ口線でございますが、これに

つきましては平成２４年度末完成を目指して今、順次、工事を進めているところ

でございます。 

       関連の県道三木宍粟線、南田原交差点でございますが、中島井ノ口線と一体的

に進めなければ、相互に、十分に効果が発揮できないことから、今後も県との連

携を密に取りながら、ともに事業の推進を図っていきたいと思っております。 

       それと、国道３１２号の側溝整備でありますが、主として新町と辻川でこれま

で年次計画的に進んでおりましたが、今年度は大規模に工事をする予定でありま

す。実は、あす入札が行われるということを聞いております。新町と辻川区で大

きな工事が始まるものと思っております。 

小林 博議員 いずれも県が関係することでありますので、町独自でいかない部分もあるので

すが、ぜひ町としての取り組みを進めていただきたいと。慎重に進める部分と力

を入れていただくということを強調する部分とあるわけですが、やっていただき

たいと思います。 

       そうしますと、駅前周辺整備についてはまだオープン化すると、地域に対して

も、我々議会に対しても計画を図面として出すというようなことは、まだ先にな

るということの理解でよろしいですか。 

技 監 我々も早くいろいろな方に計画を示して、議論していきたいとは思っておりま

すが、何せ県、ＪＲ等、別の事業主体がございます。そのあたりの了解を得られ

ないことには提示することができません。ということで、今の段階ではまだお示

しすることはできないということです。 

小林 博議員 いずれにしましても、駅前はこれでいいのかというふうな議論もずっとあるわ

けでありますから、関心も高うございますので、その立場でお願いしたいと思い

ます。 

       次に、福崎町の都市計画そのものについて、市街化区域の設定とか、あるいは

街路の問題、駅前広場の問題、あるいは用途地域の問題等、都市計画決定をされ

ておりますものでこれまで何十年間もできていなかったような部分もあるわけで

すし、困難だろうと思われる部分もあるわけですが、これらについて、都市計画

の変更ということは考えられているのかどうか。中島井ノ口線が完成しますと、

吉田、八反田方面での道路の西側の問題等も含めて、そういう方向は検討されて

いるのだろうかと思ったりもするわけです。特に５５周年記念式典で、県会議員

の「福崎町には都市計画の変更を考えてもらいたい」というふうな発言もありま

したので。５５周年記念式典のお祝いのあいさつとしては、ちょっとなじまんな

という思いもしたわけですが、県会議員のそんな公式発言でもありますので、ど

んなふうなことなのかなということでございます。 
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まちづくり課長 まず都市計画道路の見直しでございますが、これにつきましては少子高齢化の

急速な進展、それから自動車台数、自家用車の台数の減少、社会経済情勢の変化、

いろいろございまして、全国的にも見直しの必要性が高まっているところでござ

います。これにつきましては当然、都市計画道路、長期に考えなければならない

面も一方であるんですが、これは、今後どうするか検討、研究を引き続きしてい

きたいと思っております。 

       それと、中島井ノ口線の西側の、今工事しております土地利用の件でございま

すが、これについてはまず開通後、東側の土地利用の状態も見ながら、宅地化に

なっていくと思いますが、それも見ながら福崎町の都市計画マスタープランの方

針にも示しているとおり、市街化区域の編入を検討する区域として、今後検討し

ていきたいと思っております。 

       駅前広場は現在３，８００平米を計画決定しているのですが、これについては

事業化に向けて、都市計画の関係をどうするのかということは今後、検討課題に

上がってくると思っております。現在は、特に先に変更するというところまでは

至っておりませんので、今後の推移を見ながら検討していきたいと思っておりま

す。 

小林 博議員 それでは検討課題ということでありますが、具体的にそれは日程化されておる

というところまでいっていないと。そういう認識でよろしいですか。 

まちづくり課長 日程的なところまでいっておりません。 

小林 博議員 それではそのように理解をしながら、こちらも研究をしていきたいと思います。

以上、終わります。 

議    長 以上で、小林 博君の一般質問を終わります。 

       以上をもって、通告による一般質問のすべてを終わります。 

       これにて第４３９回福崎町議会定例会の日程をすべて終了することになりまし

た。 

       よって、閉会することといたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長 ご異議なしと認めます。 

       第４３９回福崎町議会定例会を閉会することに決定をいたしました。 

       閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

       今期定例会は６月１０日に招集され、本日までの１３日間にわたり、本会議及

び委員会と、連日、終始熱心にご審議いただき、本当にありがとうございました。

それぞれ適正妥当なる結論づけをいただき、また、議事の運営につきましても格

段のご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

       この間、理事者の皆様には資料の作成を初め、議会の審議における協力に対し

敬意を表しますとともに、本会議及び委員会において議員各位から述べられまし

た意見、要望事項につきましては特に考慮され、執行の上に十分反映されますよ

う、強く要望いたす次第であります。 

       これから、暑さ日増しに厳しく、蒸し暑い夏を迎えるわけですが、どうか皆様

方におかれましては健康に十分ご留意されまして、議員活動初め、町政発展のた

めにさらなるご精励をお願い申し上げまして、閉会のあいさつといたします。 

       閉会に当たりまして、町長からごあいさつをいただきます。 

町 長 閉会に当たりまして、一言お礼とあいさつを申し上げます。 

       １０日から１３日間の日程で今回は開かれました。提案いたしました議案につ

きましては、慎重審議をしていただきまして、すべてお認めをいただいたことは、

提案者といたしましては大変うれしいことでございます。この審議に当たってい
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ろいろのご意見をいただきました。また、一般質問についてもたくさんのご意見

をいただいたわけでありますけれども、この意見は今後の行政に生かしてまいり

たい。このように考えております。 

       ３月１１日に大きな地震があって、その後、津波、原子力発電の問題、そして

また風評被害という三重も四重もの被害があったために、今議会でも当然、防災

対策、それに対する対応はどうなのかということが議論となりました。これも大

きな課題でございまして、大いに皆さんの意見を参考にしながら努力をしてまい

りたいと思っております。 

       そして、何よりもこの震災によりまして、私たちの既成の知識、これまでの知

識を大きく改めなくてはならないという課題も出てきておりますので、その点は

役場に勤めておる私たちは真剣に勉強いたしまして、住民の皆さんの安全安心に

常に答えていかなければならないと思います。 

       この間、姫路でそういった関係の講演がございましたけれども、一つ例を申し

ますと、その先生は「これまで地震があると机の下へ潜ったらいいというふうに

言われておったけれども、これほど危険なことはないんだ」というふうに言われ

ました。どれが本当かなとは思いますけれども、最新の情報、最新の研究課題を

いち早く身につけて、それを住民の皆さんに伝えていくという、役場の職員には

大きな研修といいますか、その努力方を進めなければならない課題だなと思って

帰ってきたわけであります。 

       そして、この議会では、地方自治はどうあるべきかという根本的な問題が論議

をされたわけであります。 

       私は今回の改正というのは「危機的な」という言葉を使ったわけでありますが、

なぜそのように使ったかと申しますと、私が町長になりましてからでも、地方自

治法は大きく変わっております。第３条第１項というのは、私は非常にすばらし

いものだと思っておったわけでありますが、それが今のところは変えられてしま

った。前のは、そこに住む地域に住む秩序を守る、福祉・教育を守るというのが

第１項にきておったわけですが、その項目が削られておるということは、憲法の

五原則と言われておりましたけれども、やや後退しているということは非常に私

は残念に思っているわけであります。しかも、だんだんと国が本来責任をもつべ

きナショナルミニマムという問題が軽視されつつあるということは、これも私の

懸念するところであります。人民のと言いますか、国民のいのちとくらし、人権

を守るのは地方自治体の責務ではもちろんありますけれども、第一次的な責務は

国家、国にあるわけでありますから、そこのところの観点がだんだん、だんだん

薄れて、そういったものが地方に任されていく。それではその権限と財源がつい

てきているのかといいますと、なかなかそうではない。それでは一体、地方はど

うするのかという問題は大きな課題になってまいります。保育所の問題が多くな

りましたけれども、その規模でありますとか、そういった問題については地方自

治体にかなり自主性があるということでありますけれども、それは自主性ではな

しに、国が責任を放棄したに等しいと私は理解しているわけでありまして、これ

からは私たち一人一人が地方自治をどう守るか、そして、そのいのちとくらしと

人権を守るために、国はどう責任をとってくれるのかという、地方から中央への

声を上げなければならないと思います。それはきょうの神戸新聞の外国人のあの

方の談話というのでしょうか、あれは非常に大事な観点だというふうに感心をし

ているところでありまして、地方から中央への意見を押し上げていくという地方

自治の原点は、大いに守らなければならないというふうに感じているわけであり

ます。 
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       そういった意味では、皆様方から大変いろいろな提案をいただきました。そし

て各集落で起こっているよい経験は、直ちに全町のものにしていくという、そう

いう普及方も役場の職員は大いに努力をしていかなければならないということも

勉強したわけであります。 

       我々は勉強の仕方というのはたくさんありますけれども、多くの研究者の皆さ

んは、全国の立派な事例をまとめて、それを伝えられる。私たちはその事例をし

っかりと学んで、それをよいところはとって普及するという、そういうことがよ

くやられるわけでは、なかなかクリエートするというふうな、創造するという力

はあれば一番いいわけですが、それはなかなかできませんので、いいところはで

きるだけお借りしながら、それを町に当てはめていくというこの努力、それも職

員の努力、勉強なしには進められないわけでありますから、そういった事柄につ

いては大いに職員を督励いたしまして、一層の普及方を図るように努力をしてま

いりたいと思います。 

       いずれにしても審議の中でいただいた意見は、極めて貴重であります。今後の

行政に生かしていくために努力をしてまいりたいと思います。 

       これからは暑くなってまいりますし、そして町の大きな事業もメジロ押しとい

うことでございまして、議員の皆さんの絶大なるご協力とご支援を必要としてお

りますので、ますますご健勝で生活をされまして、大いにご支援賜りますように

お願いを申し上げ、あいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 

議 長 それでは、これをもちまして閉会といたします。お疲れさまでございました。 

 

閉会 午後２時０８分 
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